
 

 

日時  平成 22 年 2 月 24 日 （水 ）13 : 0 0～

18 : 20  

 

会場  東京大学弥生キャンパス（弥生講堂

一条ホール/アネックス  セイホクギャ

ラリー）  

主催  農林水産省  

共催  東京大学大学院農学生命科学研究

科  食の安全研究センター／アグリコ

クーン  

参加者  2 16 名  

議事次第  

【第 1 部 】  開会式  

  ・  主催者挨拶  

平尾  豊德  農林水産省  消

費 ・安全局  局長  

 
農 林 水 産 省  消 費 ・安 全 局   

平 尾 局 長  

  ・  共催者挨拶  

熊谷  進  東京大学大学院  

農学生命科学研究科食の安

全研究センター  センター長  

 
食 の安 全 研 究 センター   

熊 谷 センター長  



  ・  FCP のこれまでの取組  

神井  弘之  農林水産省  消費 ・安全局  表示 ・規格課

FCP チームリーダー  

【第 2 部 】  実行可能性調査および分科会の報告  

〔メイン会場 ：一条ホール〕  

1 3 : 45～  アセスメント・人材育成系の報告  

  1 .  アセスメント・人材育成系事業の概要  

  2 .  分科会 ・実行可能性調査の成果報告  

工場監査項目の標準化 ・共有化分科会  

商品情報の効率的なやりとり分科会  

フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定  

「食 品事業者 （経営陣 ）向け研修プログラム」の開発  

「協 働の着眼点 」を活用 した食への信頼向上の取組認証規

格開発事業  

食の信頼確保のための成熟度の評価事業  

「協 働の着眼点 」を活用 したセルフアセスメントシートの開発

と運用  

「協 働の着眼点 」を活用 した食品事業に従事するパート･ア

ルバイト従業者を対象 とした教育 ツールの開発  

  3 .  まとめ  

1 5 : 30～  情報発信 ・CSR 系の報告  

  1 .  情報発信 ・CSR 系事業の概要  

  2 .  分科会 ・実行可能性調査の成果報告  

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会  

マスメディアとの意見交換のあり方分科会  

消費者 との対話のあり方分科会  

FCP ポータルサイトの構築 ・運用  

“食 の信頼 ”見 える化 ツアーのための商品モデル検討事業  

  3 .  まとめ  

〔第 2 会場 ：セイホクギャラリー〕  

1 5 : 25～  地域活性化系の報告  



  1 .  地域活性化系事業の概要  

  2 .  分科会 ・実行可能性調査の成果報告  

＜第 1 部  ブランチ＞  

岩手ブランチ  

三重ブランチ  

愛媛ブランチ  

和歌山ブランチ  

＜2 部  分科会 と実行可能性調査＞  

企業力向上の場 としてのマッチングフェア・商談会の  

活用促進分科会  

地域の安心 ・良いモノ発掘マッシュアッププロジェクト  

「地 域の良い〔モノ〕売れる商品支援事業 」のモデルの  

構築 と運営事業  

  3 .  まとめ  

【第 3 部 】  閉会式  

  1 .  本日のセッションの振 り返 り  

 

  2 .  FCP の普及についての意見交

換  

  3 .  本日の総括  

フード・コミュニケーション・プロジェクトでは、 2010 年 2 月 24 日 （水 ）に平成 21

年度のプロジェクトの中 で取 り組んでいる実行可能性調査及び分科会の成果

報告会 を、東京大学弥生キャンパスで開催いたしました。  

 

F C P チームリーダー  神 井 調 査 官  

第 1 部では、主催者である農林水産省  消費 ・安 全局  平尾局長からご挨拶

として、FCP の発足からこれまでの 2 年間の取組の成果の概略 をご紹介 し、来



年度 、民間が主体 となってさらに FCP の取組が飛躍 していくことへの期待につ

いてお話いただいた。続 いて、共催者 である東京大学大学院農学生命科学研

究科  食の安全研究センター  熊谷センター長から、FCP の取組の重要性 と、

食の安全研究センターとして今後 も FCP に対 して協力 、提案 を続けていきたい

とのご挨拶 をいただきました。  

その後 、資料に沿 って農林水産省  神井チームリーダーより FCP の今年度の

取組 を中心にご説明いたしました。  

第 2 部では、「アセスメント・人 材育成 」、「情 報発信 ・CSR」、「地 域活性化 」とい

ったテーマごとに分かれて、「協 働の着眼点 」の活用について研究及び実際のビ

ジネスシーンでの実証を進めていただいている事業者の方々から平成 21 年度

の取組 と成果物に関 してご報告いただきました。  

第 3 部では、本日のセッションの振 り返 りを行 った後 、中嶋准教授の司会のもと

FCP 推進アドバイザリーボードの委員の方に壇上に上がって頂 き、 FCP の普及

についての意見交換 を行いました。  

当日は 216 名 と大勢の事業者の方々にお集 まりいただき、情 報交換や交流 を

深めていただきました。  

なお、各パートの概要についてはそれぞれの概要報告 をご覧 ください。  

概要報告・資料  

    

第 1

部 
開会式 

第 2

部 

アセスメント・人材育成

系 

情報発信・CSR系 

地域活性化系 

第 3

部 
閉会式 

 



平成 21 年度 FCP 成果報告会 第 1 部開会式 概要報告 

 
・ 日時：   平成 22 年 2 月 24 日（水）13：00～13：40 

・ 場所：   東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール 

 

＜議事概要＞ 

１． 主催者挨拶 （平尾 豊徳 農林水産省 消費・安全局 局長） 

２． 共催者挨拶 （熊谷 進 東京大学大学院 農学生命科学研究科 食の安全研究センター 

センター長） 

３． FCP これまでの取組 （神井 弘之 農林水産省 消費・安全局 表示・規格課  FCP チー

ムリーダー） 

 
＜議事概要＞ 

冒頭、主催者である農林水産省消費・安全局 平尾局長から、FCPの発足からこれまでの2年

間の取組の成果をご紹介し、併せて来年度さらにFCPの取組を飛躍させていく方針についてご挨

拶させていただきました。続いて、共催者である東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全

研究センター 熊谷センター長から、FCPの取組の重要性と、食の安全研究センターとして今後も

FCPに対し協力、提案を続けていきたいとのご挨拶をいただきました。 

その後、農林水産省 神井チームリーダーよりFCPの今年度の取組を中心にご説明いたしまし

た。 

＜講演の主な内容＞ 

FCP これまでの取組 

農林水産省 神井 FCP チームリーダー 

●平成 21 年度 FCP これまでの取組 

・ 平成 20 年度は共通言語としての「協働の着眼点」を作成し、平成 21 年度は、この「協働の着

眼点」をビジネスの場で使ってみる機会を増やすための取組を中心に展開した。来年度は、

今年度の成果が民間の皆さんにより現場で使用される動きを広げていく年としたい。 

・ 今年度は各種関連のセミナー、事業者の取引先説明会で FCP を取り上げていただいたこと、

また農水省の委託事業で FCP の普及啓発を実施した事により情報共有 NW 参加事業者が

500 社/団体を超す規模となった。 

・ また、昨年度の研究会及び NW 参加事業者から集まった声で設置された各種研究会・分科会

のほか、岩手、三重、愛媛、和歌山の各地方公共団体によるブランチの立ち上げ、実行可能

性調査事業などを通じて「協働の着眼点」をベースに様々なテーマで議論し成果物を取りまと

めることが出来た。 

・ 具体的な成果物としては、「協働の着眼点」を活用するためのツールであるベーシック 16（Ｂ

16）等の開発や、消費者との双方向のコミュニケーション手法をまとめたダイアログ・システム

のほか、商談会シート、工場監査シート、倫理行動マネジメント規格など様々なものが出来上

がってきている。 

1／2 



2／2 

 

●平成 22 年度の FCP の方向性について、 

・ 普及啓発活動の一環として、事業者の皆さんに、アドバイザーとして日常のビジネスの中で

FCP を広めてもらえないかということを検討している。その他、今年度も一部実施していたが、

商談会事業、コンプライアンスセミナー、食品表示適正化講座などの農水省の事業の中で

FCP、「協働の着眼点」の啓発を盛り込み、FCP の普及につなげたい。 

・ 今年度は B16 を使って業務の振り返りをしていただいた内容を FCP の HP に掲載しダイレクト

に消費者にアピールできる仕組みを構築したが、一部見直しをし、情報共有ネットワーク参加

者の間で公開した後、消費者に公開することを選択できる段階的な公開の形に改めていく作

業を進めている。 

・ 来年度の研究会活動は、今年度の取組を更にブラッシュアップし民間主体で実施する形式を

広げたい。農水省主催の他に、農水省が会議の場を提供し、企業の方に運営していただく形

式、FCP の研究会を名乗っていただいてビジネスに活用していただく形式など、様々な形での

運営を考えている。 

・ 皆様にもアンケートにご協力頂きようやくプロジェクト・アイデンティティ、基本理念、行動指針

をまとめることができた。取組が個々に具体化されたことで、そもそも何を大事にしてきたのか

忘れがちではないかという声もあるが、ロゴマーク等を活用し何のためのプロジェクトなのかと

いうことを共有していきたい。 

・ 本日の報告会では、今年度、まとまった様々なアプリケーション紹介する。これらを、是非結

び付けて、自社内、企業間（取引先との間）で使っていただきたい。使っていただいた結果をフ

ィードバックしていただいて、また改善するという循環でプロジェクトは育っていく。食品事業者

の前向きな取組で消費者の信頼を高めていくことにつなげていただきたい。 

 

 以上 



  

 

[第 1 部] 弥生講堂 一条ホール 13：00～13：40 
1.主催者及び共催者挨拶 

2.FCP のこれまでの取組 

[第 2 部] 

13：45～15：20 ＜アセスメント・人材育成系＞ 

弥生講堂 一条ホール  

1.アセスメント・人材育成系事業の概要 

2.分科会・実行可能性調査の成果報告 

工場監査項目の標準化・共有化分科会 

商品情報の効率的なやりとり分科会 

フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定 

「食品事業者（経営陣）向け研修プログラム」の開発 

「協働の着眼点」を活用した食への信頼向上の取組認証規格開発事業 

食の信頼確保のための成熟度の評価事業 

「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用 

「協働の着眼点」を活用した食品事業に従事するパート･アルバイト従業者を対象とした教育ツールの開発 

3.まとめ 

15：30～16：45 ＜情報発信・CSR 系＞ 15：25～16：55 ＜地域活性化系＞ 

弥生講堂 一条ホール  弥生講堂アネックス セイホクギャラリー  

1.情報発信・CSR 系事業の概要 

2.分科会・実行可能性調査の成果報告 

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会 

マスメディアとの意見交換のあり方分科会 

消費者との対話のあり方分科会 

FCP ポータルサイトの構築・運用 

“食の信頼”見える化ツアーのための商品モデル検討事業 

3.まとめ 

1.地域活性化系事業の概要 

2.分科会・実行可能性調査の成果報告 

＜第 1 部 ブランチ＞ 

岩手ブランチ 

三重ブランチ 

愛媛ブランチ 

和歌山ブランチ 

＜2 部 分科会と実行可能性調査＞ 

企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の 

活用促進分科会 

地域の安心・良いモノ発掘マッシュアッププロジェクト 

「地域の良い〔モノ〕売れる商品支援事業」のモデルの 

構築と運営事業 

3.まとめ 

[第 3 部] 弥生講堂 一条ホール 17：00～18：20 
1.本日のセッションの振り返り 

2. FCP の普及についての意見交換 

3.本日の総括 

[懇親会] 弥生講堂アネックス セイホクギャラリー 18：30～20：00 

 

 

主催： 農林水産省 

共催： 東京大学大学院農学生命科学研究科 食の安全研究センター/アグリコクーン 
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平成22年2月24日

フード・コミュニケーション・プロジェクト事務局

Food Communication Project
フード・コミュニケーション・プロジェクト

平成２１年度
フード・コミュニケーション・プロジェクト（ＦＣＰ）

成果報告会

研究会活動のご報告

資料1
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Ⅰ 企業行動の情報発信研究会の概要

企業行動の
情報発信研究会
（42企業/団体）

失敗から学ぶ情報
発信のあり方

消費者との対話の
あり方

マスメディアとの意
見交換のあり方

フード・コミュニケーション・プロジェクト（以下「FCP」とする）の基本的な考え方に基づき、「協働の着眼点」の活用方

法の研究や活用事例の収集、普及を目的に情報の共有と意見交換を行う。

本研究会及び分科会で収集した情報、意見交換をもとに「協働の着眼点」に対する改善提案、今後の食品事業者

としての取組についての検討を行う。

２）平成２１年度 企業行動の情報発信研究会の構成

昨年度の「企業行動の情報発信研究会」における提案及びFCP情報共有ネットワーク参加者の参加希望アン

ケートに基づき、「失敗から学ぶ情報発信のあり方」、「マスメディアとの意見交換のあり方」、「消費者との対話のあ

り方」の３つのテーマ別分科会を立ち上げた。

•「協働の着眼点」の活用の研究・実践については、テーマ別分科会で実施。

•各分科会間の関連性が高いことから、相互の情報共有の場として研究会を位置づけた。

１）企業行動の情報発信研究会の目的

第1回(5/27)
・概要説明
・分科会の立ち上げ

JC連携企画

第2回
(11/27)

第3回
(2/5)

分科会：
「協働の着眼点」の
活用研究、実践の場

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

研究会：
情報共有

中
間
報
告
会

成
果
報
告
会

成
果
の
取
り
ま
と
め

3月

研
究
会

(2/24)
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本研究会 （計 42企業/団体）

株式会社アイ・エス・レーティング、味の素株式会社、イオン株式会社、池島フーズ株式会社、株式会社伊藤園、伊藤ハム株式会社、

株式会社イトーヨーカ堂、花王株式会社、カゴメ株式会社、日本フレッシュフーズ協同組合、キッコーマン株式会社、

キユーピー株式会社、生活協同組合連合会 コープネット事業連合、サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社、

株式会社産經新聞メディックス、サントリーホールディングス株式会社、株式会社J－オイルミルズ、社団法人消費者関連専門家会議、

株式会社 高島屋、株式会社 ちぼり、株式会社 東急ストア、東京サラヤ株式会社、東洋冷蔵株式会社、株式会社 虎屋、

株式会社ニチレイフーズ、株式会社日清製粉グループ本社、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社、日本生活協同組合連合会、

日本たばこ産業株式会社、ハウス食品株式会社、株式会社フードゲート・ネットワークス、株式会社まつおか、

みたけ食品工業株式会社、ミツイワ株式会社、株式会社 ミツカングループ本社、三菱商事株式会社、明治乳業株式会社、

森永乳業株式会社、株式会社 山武、生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合、株式会社 菱食、わらべや日洋株式会社

失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会 （計 17企業/団体）

株式会社 アイ・エス・レーティング、伊藤ハム株式会社、花王株式会社、キユーピー株式会社、コープネット事業連合、

株式会社 Ｊ－オイルミルズ、株式会社 高島屋、株式会社 東急ストア、東京サラヤ株式会社、株式会社 ニチレイフーズ、

株式会社 日清製粉グループ本社、ハウス食品株式会社、ミツイワ株式会社、株式会社 ミツカングループ本社、三菱商事株式会社、

生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合、わらべや日洋株式会社

マスメディアとの意見交換のあり方分科会 （計 15企業/団体）

味の素株式会社、伊藤ハム株式会社、花王株式会社、カゴメ株式会社、キユーピー株式会社、コープネット事業連合、

株式会社 産經新聞メディックス、東京サラヤ株式会社、日本生活協同組合連合会、ハウス食品株式会社、株式会社 まつおか、

三菱商事株式会社、明治乳業株式会社、株式会社 山武、生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合

消費者との対話のあり方分科会 （計 23企業/団体）

味の素株式会社、イオン株式会社、伊藤ハム株式会社、株式会社イトーヨーカ堂、花王株式会社、カゴメ株式会社、
キユーピー株式会社、コープネット事業連合、株式会社 産經新聞メディックス、社団法人 消費者関連専門家会議、
東京サラヤ株式会社、株式会社虎屋、日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社、日本生活協同組合連合会、
日本たばこ産業株式会社、日本フレッシュフーズ協同組合、ハウス食品株式会社、株式会社 フードゲート・ネットワークス、
株式会社 ミツカングループ本社、明治乳業株式会社、株式会社 山武、生活協同組合連合会 ユーコープ事業連合、
わらべや日洋株式会社

3）参加事業者
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失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会

目的 ○緊急時の情報発信に関する具体的な事例を参加者からご提供いただき、経験やノウハウを

共有すると同時に緊急時の企業行動のあり方（消費者、取引先への情報開示、社内の情報

共有等）について意見交換を行う。

○社会心理、消費者行動、リスクマネジメントなどの専門家の講演を踏まえ、失敗事例を多様な

視点から考察し、緊急時の企業行動のあり方について検討する。

3

Ⅰ-1 失敗から学ぶ情報発信のあり方分科会の概要

実施内容

第1回

H21.6.29

概要：伊藤ハム様より08年に同社東京工場の地下水から法令の基準値を超えるシアン化物イオン及び塩化シ
アンが検出された際の情報発信及びお客様からの問い合わせ対応等についてご紹介いただき、当該事例を
題材に緊急時の情報発信を中心に意見交換を実施。

第2回

H21.7.30
概要：コープネット事業連合様より「CO･OP手作り餃子」に関する事例とその後の対応についてご紹介いただ
き、当該事例を題材に緊急時の情報発信を中心に意見交換を実施。

第3回

H21.10.26

概要：消費者行動の専門家であるオラクルひと・しくみ研究所の小阪様より「感性と消費者行動から見たリスク
マネジメント 」、リスクマネジメントの専門家から「企業のリスクマネジメントと広報活動 」といったテーマでご講
演いただき、講演内容に関する質疑応答、これまでの分科会の議論に関する意見交換を実施。

第4回

H21.12.4

概要： 同志社大学心理学部中谷内教授に消費者心理の観点から、トラブル時の消費者心理や信頼を回復す
るためにどの様なことが求められるかについてご講演いただいた。

また、参加者から提供いただいた事例を元に意見交換を重ねた内容を整理したものを、有識者の講演、ご意
見を踏まえて見直し、表にまとめた。

第5回

H22.1.22

概要：事業者から提供いただいた事例を整理した表と「協働の着眼点」を照らし、「緊急時における企業行動及
び情報発信のあり方」について整理、検討した。また、今後の調査研究の方向性や展開について意見交換を
実施。

成果物 緊急時における情報発信の事例を踏まえた意見交換のまとめ
有識者による講演録
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リスクマネジメントの観点から、
情報共有・発信のあり方を考える

消費者との信頼関係構築と信
頼の回復について考える

茂木 寿氏
（東京海上日動ﾘｽｸｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ）

・リスクとは想像を大きく超える「損失の可能
性」が起きることであり、リスクマネジメントと
は長期的なスパンで見たときに企業の持続
性を損なうようなリスクに対し合理的、経済的
な手法で対処すること。

・企業の危機対応の鏡が、広報対応。広報対
応がいくら良くても危機対応がまずければ評
価されない。

・ 単発のトラブル・事故として１度の報道で終

わらせることが重要である。

・リスクマネジメントと広報活動の基本として、
平常時からの利害関係者との情報共有が必
要。

中谷内 一也氏
（同志社大学心理学部）

・信頼が損なわれるとリスク認知が高まり、社会
的なコストの増加につながる可能性がある。

・リスク管理責任者に対する、人々の信頼を導く
には能力認知、動機付け認知の他に同じ価値の
元で能力を発揮し努力していると認知される主
要価値類似性が必要。
・信頼の決定要因として最も影響が強いのは、主
要価値の類似性。

・リスク管理者に任せておこうという気になるの
は、相手に対し、「本質的信頼」や「抑止力背景
の委託」があるため。
・不祥事を起こして信頼が崩れると、抑止力背景
の委託（＝人質供出：監視と制裁）が必要。

・不祥事が起きた際に信頼を回復するには自発
的に人質供出を行うことが役立つ。自発的な人
質供出は、日頃からその企業を好意的に考えて
いる人に対して効果が高い。

・信頼回復にあたって人質供出が機能する
のは、日頃から好意を持ってくれている人。
・平常時から、信頼を得るための本質的な
取組を継続し、アピールしていくのが重要。

・緊急時に備えて平常時から社内の体制
を整え、スピーディーに対応できるよう訓
練しておく。
・平常時からのステークホルダーとの情
報共有が重要。

■ 有識者講演の各回ごとのテーマと講演概要、学びのポイント

緊急時における消費者の意識
と行動について理解を深める

小阪 裕司氏
（オラクルひと・しくみ研究所）

・感性＝脳が判断したり、意思決定をす
る過程（高次情報処理）

・人は、問題が自分ゴト化されたときに、
問題解決への動機が生まれ、行動を起
こしたくなる。
・人は行動する緊急性が高まると、行動
への動機はさらに強くなる。
・ 緊急性が高まっている時には、客観的

な判断よりも感情（情動）を伴った認識
が優先される傾向がある。この傾向に
配慮し、いかに主導的に対応していける
かが重要。

・顧客との関係性を形成することで、ク
レームはアドバイスに変わる。
・日常的に顧客との絆作りを行うことで、
事件や事故が起きたときのセーフガード
になる。

・緊急性が高まった時に、消費者に
信頼できる情報を提供する。
・平常時からお客様との関係作りをし
ておくことが重要。
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マスメディアとの意見交換のあり方分科会

目的 ○食品事業者等とマスメディア関係者が相互理解を深め、的確な情報提供を行うための環境

をいかにして構築していくかを検討し、食品事業者等とマスメディア関係者との継続的な意見

交換、交流の場を持つことの是非、場の持ち方について意見交換を行う。

○食品事業者等とマスメディア関係者が、互いに消費者の食に対する信頼を向上させるため

の情報発信のあり方について意見交換を行う。

5

Ⅰ-2 マスメディアとの意見交換のあり方分科会の概要

「マスメディアとの意見交換のあり方分科会」の流れ

第1回分科会

○マスメディアを通じた
情報発信の課題抽出

○マスメディア関係者との
意見交換テーマの設定

第2回分科会

第3回分科会

第4回分科会

■意見交換の実践■

○情報発信におけるクライテリア

媒体： 新聞・雑誌

○食への信頼回復に向けた客観情報の伝え方

媒体： 新聞・オピニオン誌

○食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、情報提供の仕方

媒体： 雑誌・Webメディア

成果物 報告書（構成内容（案））

・マスメディアの食に関する情報の考え方【講演録】

・事業者とメディアの食に関する情報発信の視点の違い及び共通点

【ワークショップにおける意見交換のまとめ】
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第2回分科会

H21.9.14

第3回分科会

H21.10.15

第4回分科会

H21.12.17

テ
ー
マ

■情報発信におけるクライテリア

消費者と食品事業者の間に情報の非対称性が
ある中で、どこまで情報を開示すべきか、伝える
情報のプライオリティについてメディアと共に考
えた。

■食への信頼回復に向けた客観情報の伝え方

食の安全に関する客観的な情報の発信を通じて、
消費者に正しい認識を伝達し、食への信頼回復
を実現するためにどうしたら良いか、食品事業者
とマスメディア関係者が共に考えた。

■食の信頼確保に向けた積極的な情報開示、
情報提供の仕方

アレルギーやユニバーサルデザインなど消費者
に伝えたい情報をきちんと消費者に伝え、浸透
させるための発信の仕方、媒体との連携のあり
方をマスメディア関係者と共に考えた。

実
施
事
項

・マスメディア関係者の講演。

・食の信頼確保を考えたときに消費者に何をど
の様に伝えるべきかについて意見交換を実施。

・マスメディア関係者の講演

・意見交換のためのワークショップ（記事作り）

・食品事業者とマスメディアの意見交換における
「協働の着眼点」の活用の可能性、活用のあり
方についての意見交換。

・マスメディア関係者の講演

・事業者の消費者向けWebコンテンツを主婦（お
母さん）により伝わりやすくする為の意見交換。

・本分科会の取組についての総括。

招
聘
者

朝日新聞 生活グループ記者

日経ビジネス 記者

エコマム プロデューサー

オルタナ 編集長

産経新聞 社会部次長

ベネッセ食育研究所 事務局長

ボンメルシィ！リトル 編集長

メ
デ
ィ
ア
関
係
者
講
演
の
概
要

・食の問題は緊急時と平時に分けて考えること
ができる。緊急時の食の安全に関わる情報の伝
え方の最近の傾向として、身体への影響につい
て可能な限り客観的な情報を示すような方向に
変わってきていることがあげられる。一方、平時
については消費者の食（の安全）に関するリテラ
シーの向上につながる情報を意識的に発信する
ようにしている。

・食の安全に関して積極的に関与したいと考えて
いる読者でも「添加物が何か良くわからない」と
いった声があり、知識にバラつきがある。読者の
知識レベルのバラつきを意識しながら情報を発
信していくことが必要。

・一見消費者に対してマイナスと思える情報であ
ってもしっかりと伝え、消費者に受け入れてもら
えるような情報発信が必要であり、企業のその
ような情報の発信発を促すようなサポートしてい
く。

・マスメディアは、『見出しコミュニケーション』。見
出しは一番大事なことを、最も端的に短い言葉
で表し、表現次第で読む人の印象をがらりと変
える。記事を書く際はまず見出しから決める。プ
レスリリースを書くときにも共通すると思われる。
見出しや記事がどうやって作られていくのかを知
ることは、事業者の広報活動にも役に立つ。

・社会面は事件や、事故を取り上げることがほと
んど。事件、事故を発生時点で伝えるのが社会
面だとすると、一段落してから総括するような視
点からまとめる記事を掲載したりしているのが生
活面。新聞には社会面、経済面、生活面と色々
なカテゴリーがあり、色々な視点を示すことが前
提になっている。

・栄養バランスが気になるという人たちの中でも
知識レベルは様々。また、手作りという言葉一つ
とっても想像されることが世代によっても全く異な
る。意識調査の結果（主婦・読者の声）をそのま
まうのみにすると真のニーズと乖離することが多
い。回答の背景や普段の生活、世代の特性など
を考慮して、情報を発信する必要がある。

・難しいことを読んでもらう時の方法の一つに、マ
ンガという手法がある。マンガを活用することで
ストーリーの中で理解を促したり、言いたいこと
を太字にするなどの工夫をしている。また、伝え
たいことが10あった時に、10伝えようとして1つも
残らないよりは、始めから3つに絞って3つを確実
に伝える方が良い。その方が主婦の方の心に残
ると思う。女性には母、妻、嫁、娘そして女性とい
うように立場に応じた様々な気持ちがある。その
中のどの顔の気持ちにフィットした方が関心を引
けるのか考えて発信している。

■マスメディア関係者との意見交換の実践
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目的 ○消費者とのエンゲージメント（消費者との対話を企業経営に反映）を構築するための対話型コミュニケー

ションのあり方を研究する。

○「協働の着眼点」を共通言語とし、消費者と「食」に対する相互信頼を構築することを目標として、対話手

法の試行、消費者と信頼関係を構築する対話型コミュニケーションのコンテンツと手法の提案、「協働の着

眼点」の活用方法と改善点の提案を行う。

7

Ⅰ-3 消費者との対話のあり方分科会の概要

概要： これまでの意見交換、試行結果を踏まえて、企業経営活動のＰＤＣサイクルの中での
対話型コミュニケーションの活用法を検討し、対話のあり方をまとめた。

第5回

H22.2.5

第1回

H21.6.19

概要： 直接対話の手法について、意見交換を実施した。さらに、間接対話と直接対話の組
み合わせの可能性について、議論を行った。

第4回

H21.11.18

概要： 事前に実施したアンケート結果から、「消費者との対話のための取組の現状」と「食の
信頼を向上するための対話の可能性」について、対象者の３階層（第一階層：傍観者、第二
階層：質問者、第三階層：協働者）別に手法・コンテンツについて整理した。また、間接対話の
手法について、特にWEBの活用手法についてグループワークを行った。

第3回

H21.10.20

○『消費者との直接対話の試行』として、東京ＪＣ千代田区委員会主催「食の安心フォーラム
＆ラウンドテーブル」（平成21年7月4日、18日開催）において「食の安心に向けた情報発信」

をテーマに消費者との直接対話を実施。

その他

実施

内容

概要： ＣＳＲに関わる今後の動向として、ステークホルダー・エンゲージメントが重要となるこ
とと絡めて、本分科会の主旨と目的、位置づけなど概要を説明。参加者から頂戴したコメント
を元に消費者との対話における課題について整理を実施。

第2回

H21.9.2
概要： 『消費者との直接対話の試行（任意参加）』の感想等を伺った結果、消費者とより効果
的な対話を行うためには、「１）対話の相手、２）進め方、３）テーマ設定」の３つが重要である
という意見に集約された。さらに双方向コミュニケーションにおける対話の構成（直接対話・間
接対話について等）や、対象者の階層別のコミュニケーション手法の方向性について議論を
行った。
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対象者の特定（p5参照）

対話の手法の組み合わせを行い、抽出した課題について対話を通じて解決策を

見出していく。

１

２

FCPダイアログ・システムでは消費者を３階層に分けて考える。

対話の対象となる、自社に関わりのある消費者を３階層に当てはめてみる。

FCPダイアログ・システムは 1．対象者の特定 2．対話手法の決定 3．対話による課題解決 4．対
話の結果の情報発信 の手順を踏む。

対話の対象者に対し、対話のテーマとなる課題を抽出する為の手法を決定する。

問題点となっている事象の背景にあるものを抽出することで対話の材料とする。

FCPダイアログ・システムでは対話の手法を直接型、間接型、ワンウェイの３タイ

プに分類し、対象者の特性に合わせそれぞれの手法を組み合わせる。

対話を通じた課題解決３

対話の結果などを｢協働の着眼点｣を用いて整理し、情報発信コンテンツの整備

を行うことにより、対話の対象者だけではなく、幅広い層に向けて情報発信する。

対話結果の情報発信４

対話の手法の決定（p7参照）

＜システム実施例＞

●各ステップにおいて次項の事例集等を参照

＜実施手順＞

例）自社のメルマガ会員を第２階層に設定。

その中でも自分でブログを持って積極的に情報発信してい

るお客様を第３階層とした。

例）製造現場を見てもらうこととし、第２階層をメインターゲット

にした工場見学会後に試食会を兼ねたグループ・デイスカッ

ションを行うことにした。

第２階層だけではなく、第３階層も参加者として招き、ブログ

を通じた情報発信にも期待する。

例）まずは、対話の結果として工場見学の様子を自社ホーム

ページに掲載。｢協働の着眼点｣を使いながら分かりやすく

説明。また定期的に工場見学を行うこととし、雑誌の編集者

にも取材をしてもらった。第３階層が自身のブログで紹介して

くれた。

②対象者毎に対話の手法を組み合わせる

①自社の消費者を３階層にあてはめてみる

③対話を実践する

④対話の効果の拡大を図る

例）第２階層に対してはメール・アンケートを選定。

第３階層にはじっくり話を聞きたいのでフェイス・トゥ・フェイ

スヒアリングを行うことにした。

・食品事業者と消費者間との

信頼関係を構築することを目

的とした、対話による統合型

コミュニケーションの実施手

順をまとめた。

・分科会で実施したアンケー

ト調査（各企業・団体で取り

組んでいる消費者との対話

の事例を収集）をもとに、３

階層別の対話の手法とテー

マの事例集を作成した。

・対話の手法を直接対話、間

接対話、ワンウェイに整理し

た上で、３つの階層毎に適切

な対話のコミュニケーション

手法の例を整理した。

・食の信頼に対する姿勢から

消費者を大きく３階層に分

け、対象階層毎に「今後こ

んなテーマについて対話で

きたらよい」というテーマ例

を示した。

４）FCPダイアログ・シス

テムの実施手順

２）３階層別コミュニケー

ション手法の例

成果物 ～FCPダイアログ・システムの構成～

１）消費者の階層化と

対話のテーマ例

３）対話の手法とテーマ

の事例集

第３階層：
食について議論ができる人

（特徴）

●必ずしも食に対する幅広い知識をもって

いる人ばかりではないが、食の信頼構築

に向けた課題解決を食品事業者と共に

考えることができる。

●食の情報を発信できる。食に関する人的

ネットワークを持っている。

第２階層：
食に関する質問・返答がある人

（特徴）

●食品の安全性等、食に関する情報に

対し、関心を持っている。

●お客様相談センター等、食品事業者の

情報受信チャネルを活用している。

第１階層：
食の情報に関心はあるが質問や返答が

ない人、又は食の情報に関心のない人

（特徴）

●平常時にはこの層からの発信が少ない

ため、対象を特定しづらい。

●人数は非常に多いと想定される。「
食

」
へ

の
【

興
味

・
関

心
】

高

低

「食」に関わる【行動・活動】少 多

（情報発信の留意点）

●情報を発信しないが情報を見ている可能性があ

ることから、マスメディア等を通じた発信が必要。

●この階層に対しては、わかりやすい端的な表現

で伝えることが重要。

（情報発信の留意点）

●食の情報への関心が低い第１階層への影響も

大きい為、この層の問いに対する回答をきちんと

行うことが重要。

●この階層に対しては、ある程度の知識・関心を

持っていることを前提として伝えることが重要。

（情報発信の留意点）

●食品事業者からの情報発信だけではなく、こ

の層から他階層への情報発信を促す方法も

検討する。

●この階層に対しては、専門用語も活用しなが

ら、今後の見通し・方向性や、食文化・食生活

に関わるような広範囲で中長期的な視点を

もった情報を伝えることが重要。

食の信頼に対する態度で消費者を３階層に分ける。FCPダイアログ・システムでは３つの階層を定着させてしまうのでは

なく、継続的に対話を続けることで第１階層から第３階層へと消費者の食に対する関心を高めたい。

対象者
（食品事業者を除き、

商品の購買に影響を及ぼす
母集団）

対話の手法 対話のテーマ（コンテンツ）設定
対話結果の情報発信

（手段等）

●直接対話
【会議型】
・イベント、講演会、セミナー、勉強会
・対談、インタビュー
・会議（例．会員総会、地区別総会、定
期会議、リスクコミュニケーション委員
会）
・懇談会（※１）
・自社モニター（第３階層）へのインタ
ビュー

【体験型】
・工場見学、体験交流、産地交流
・配達先
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・手紙（返信）
・メール
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ブログ

●ワンウェイ・コミュニケーション
・広報誌
・カタログ
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ
・広告媒体（新聞、雑誌、テレビ）

●直接対話
【会議型】
・イベント、講演会、セミナー、勉強会
・会議（例．小規模な会員同士の会議）
・試食会（※２）
・自社モニター（第２階層）へのインタ
ビュー

【体験型】
・工場見学、店舗見学、体験学習、産地
交流
・料理教室、食育活動
・店頭、配達先
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・アンケート
・手紙（返信）
・メール・メールマガジン
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）

●ワンウェイ・コミュニケーション
・啓発パンフレット
・広報誌
・カタログ
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ、食品表示
・広告媒体

●直接対話
【会議型】
・招待食育イベント

【体験型】
・店頭、配達先
・街角インタビュー形式聞き取り
・電話（お客様相談室）

●間接対話
・アンケート
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）

●ワンウェイ・コミュニケーション
・有名人（芸能人）を通じて
・店舗（ポスター、商品POP）
・商品パッケージ
・ダイレクトメール
・広告媒体（新聞、ＴＶＣＭ、チラシ、雑
誌）

＜第１階層＞
食の情報に関心はある
が質問や返答がない
人、又は食の情報に関
心のない人

●直接対話
・最新関連情報（例．新しいもの、他の人が知らないこと）
・一般の方では分かりえない、市場情報や新生活情報（例．メタボ
リックシンドローム予防と特定保健用食品）
・食育、子育てなど（親子で参加）
・商品情報（例．おすすめ商品、商品事故の説明、商品規格（アレ
ルギー物質、添加物等）など）
・商品開発（味、製品仕様（パッケージ表示、使い勝手）、消費者
の意識、価格など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・関心あるテーマの吸い上げ（消費者へのヒアリング）
・現状の問題点に関する情報（消費者への情報発信）
・食情報・調理情報
・企業の姿勢
・安全への取組、品質管理体制
・商品情報、商品アンケート、商品・サービスについての課題の検
証、付加価値の案内（例．商品パッケージに記載していない食べ
方などの補足説明等）

●間接対話
・商品改善（例．お客様からのご指摘を受けて商品を改善）
・意識調査（例．くらし、商品の使い方、食の安全への意識など）

●直接対話
・商品情報（例．安全性、特性、購入希望、商品回収など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・気づいてもらうことそのものが重要なテーマ
・現状の問題点に関する情報
・企業の姿勢
・商品情報

●間接対話
・受動的に情報に触れてもらう
・一般的衛生管理、食育、健康、育児
・企業メッセージ
・安全への取組、品質管理体制
・商品情報、商品戦略

＜第２階層＞
食に関する質問・返答が
ある人

＜第３階層＞
食について議論ができる
人

【株主、マスメディア等のステークホ
ルダーも対象とした情報発信等】
・学会（研究発表）
・株主総会
・ステークホルダー・ダイアログ
・新製品発表会
・マスコミ向け試食会・勉強会・サン
プリング
・有識者・業界紙記者によるマスコ
ミ・業界・広告代理店・シンクタンク等
への情報伝達

【企業からの情報発信等】
・情報交換会
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ブ
ログ
・啓発パンフレット
・商品パッケージ
・販促物

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
・広報（新聞、雑誌、本）
・広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

【体験プログラムの実施等】
・工場見学体験プログラム
・料理教室
・小中学校への出張授業、食育体験
教室

【企業からの情報発信等】
・お客様相談室
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）、ツ
イッター
・メールマガジン
・商品パッケージ
・販促物

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
・広報（新聞、雑誌、本）
・広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

【企業からの情報発信等】
・ホームページ（ＰＣ・携帯電話）
・商品パッケージ
・販促物（店頭POP、商品カード）
・キャンペーン

【媒体を通した情報発信等】
・報道へのニュースリリース
　→ＴＶ番組とのタイアップ
　→広報（新聞、雑誌、本）
　→広告（ＴＶＣＭ、新聞、雑誌等）

●直接対話
・話題になっているテーマ、食をめぐる問題（例．「添加物はなぜ、
嫌われるか」、食の安全、食料自給率、食のこだわりなど）
・最新関連情報（例．新しいもの、他の人が知らないこと）
・一般の方では分かりえない、市場情報や新生活情報（例．メタボ
リックシンドローム予防と特定保健用食品）
・評論家、文化人を対象者とした、食文化に関するテーマ
・経営・店舗運営全般
・品質管理体制、現場・現実の正しい認識、製造手法・過程、衛生
管理手法
・商品情報（おすすめ商品、商品事故の説明など）
・商品開発（味、製品仕様（パッケージ表示、使い勝手）、消費者
の意識、価格など）

●共通（直接対話、間接対話、ワンウェイ・コミュニケーション）
・正しい食に関する情報
・現状の問題点に関する情報
・パブリックコミュニケーション：地域社会、自治体、投資家、団体
等の「一般社会」と同等のテーマ
・社会問題
・企業の姿勢（企業が、どのような考えで、どのように食品を製造
しているか）
・ＣＳＲについて
・ユニバーサルデザイン、環境、食情報発信についての取組
・商品情報

●間接対話
・おすすめ商品を中心とした、食をめぐる問題提起、食品の正しい
取り扱い方、生活に役立つ知識（食品表示の見方、FAQなど）の
提供
・インターネット上でレシピ一般募集、Ｑ＆Ａをお客様同士で行う

第２階層：食に関する質問・返答がある人

●セミナー・講座など会場を使ったコミュニケーション。
●発言力・影響力の高い第３階層を講師に招いた講演、質疑応答を通じた啓発など正しい情報を共有しあう活動が中心となる。
●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取り、講演後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。

●座談会など会場を使った会議体型のコミュニケーション。
●現状の商品や企業行動の評価・問題点を聞く、など消費者の問いを聞くために行うことも出来る。
●会場での質疑や会話のやり取り、事後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。

●工場など食品事業者の現場を使ったコミュニケーション。
●現場の体験を通じて、企業の安全に対する取り組みや理念を直接見てもらう。また工場見学ルートを「協働の着眼点」をもとに見直し、

説明方法の工夫を図る。
●会場での質疑や会話のやり取り、事後のアンケート等を通じて、この層のニーズを引き出す。
●見学会、試食会開催後に会議室での議論を行うなど、対話を行う為の導入部として使うことも可能。

●食の安心・安全について感じていることをアンケートを通じたヒアリングを行い、コミュニケーション・テーマについての課題を抽出する。

●自社のお客様モニター、メールマガジン会員等を持っている場合は、モニターへの調査がこれに充当する。無い場合は別途アンケート調査を行う。

●お客様相談室へ寄せられる、消費者の声を分析する。
●コミュニケーション・テーマに関連すると思われる問い合わせ内容を分析し、課題を抽出する。

●コミュニケーション・テーマについて、消費者の問いに対する回答を自社ホームページに掲載する。
●自社ホームページは自社の意見が表明出来る場である。「協働の着眼点」を活用しながら分かりやすい表現を行う。

セミナー・出前講座直接
対話 セミナー・出前講座直接
対話

グループディスカッション直接
対話

グループディスカッション直接
対話

工場・店舗見学・試食会直接
対話

工場・店舗見学・試食会直接
対話

お客様相談室への問い合わせ分析間接
対話

お客様相談室への問い合わせ分析間接
対話

アンケートの実施

お客様モニター・アンケート
間接
対話

アンケートの実施

お客様モニター・アンケート
間接
対話

ホームページ等の自社で運用する媒体で

の発信
間接
対話

ホームページ等の自社で運用する媒体で

の発信
間接
対話

●商品パッケージに、お客様からの問いに対する回答を掲載することで、商品を通じたコミュニケーションを行う。

商品パッケージを活用した発信間接
対話

商品パッケージを活用した発信間接
対話

第１階層：食の情報に関心はあるが質問や返答がない人、又は食の情報に関心のない人

●小売店や百貨店の店頭等、対象者が集まっている場で行われるイベントや展示会でのコミュニケーション。

●食の安全性や食育など、店頭に並ぶ商品にまつわる知識、また食に関する基礎的な知識の提供を行う。

●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取りで、この層のニーズを引き出す。

●母親学級、離乳食学級、乳幼児検診などの場を使いながらのコミュニケーション。

●子供に対する意識を活用しながら食にまつわる情報、特にアレルギー情報などの役に立つ情報の伝達。

●イベント、展示会の場での質疑や会話のやり取りで、この層のニーズを引き出す。

●食の安全・安心に関する情報に興味をもってもらえるようなキャンペーンを実施する。

●または従来型のプレゼントキャンペーン等、第１階層の消費者の興味・関心を引きやすい情報と組み合わせながら、食の信頼向上に向けた取組に関する
情報を伝える。

●アンケート調査も併せて実施することで、ニーズの掘り起こしや、興味喚起を図る。

集客型イベント・展示会直接
対話 集客型イベント・展示会直接
対話

ホームページ（PC・Web）での

キャンペーン
間接
対話

ホームページ（PC・Web）での

キャンペーン
間接
対話

子育ての場の活用直接
対話

子育ての場の活用直接
対話

●マスメディアを通じ、対話型ではなく多数の消費者に対しワンウェイ・コミュニケーションを行う。

●「協働の着眼点」を活用し、分かりやすい情報をイラストを使うなど共感してもらいやすい形で発信。

●メディアに対しても「協働の着眼点」を使った説明をするなどの関係作りが重要。

マスメディアとの連携による情報発信ワン
ウェイ

マスメディアとの連携による情報発信ワン
ウェイ

第３階層：食について議論ができる人

フェイス・トゥ・フェイスヒアリング直接
対話

フェイス・トゥ・フェイスヒアリング直接
対話

●主に文化人や評論家等に対して、社会的な課題など現状ではすぐに解決出来ない課題について、消費者の代表として詳細な意見を伺う。
●ヒアリングの内容をもとに、他層との対話を行うコンテンツとしたり、広く社会に発信するコンテンツとして取り扱う事も検討する。

●工場など食品事業者の現場を使ったコミュニケーション。商品製造や販売の現場を通じて、企業の安全に対する取り組みや理念を見てもらい、
情報発信の方法について意見交換を行う。

●こういった情報提供の機会を通じて、この層からのblog等による情報発信についてのサポートを行う。

●企業の安全に対する取り組み等について講習会を行い、この層に協力者となってもらうことを促す。

●講習会を体験することで第２階層以下へのセミナー・出前講座などでの講師となってもらい、消費者から消費者への情報の拡がりを目指す。
●こういった情報提供の機会を通じて、この層からのblog等による情報発信についてのサポートを行う。

ラウンド・テーブル直接
対話 ラウンド・テーブル直接
対話

講習会（資格者、講師養成）直接
対話

講習会（資格者、講師養成）直接
対話

現場見学会・試食会（研究所・工場、店舗）直接
対話

現場見学会・試食会（研究所・工場、店舗）直接
対話

プログラム開発WS直接
対話

プログラム開発WS直接
対話

課題抽出WS直接
対話

課題抽出WS直接
対話

●会議型コミュニケーション。答えの出しづらい問題の本質を探り対話のテーマに関して何が課題となっているかを抽出する議論を行う。
●議論を行う際には、事前に工場や店舗等の現場見学を行ったり、第２階層に対するアンケート結果を使う等の情報提供をしながらの議論も検討する。

●会議型コミュニケーション。「協働の着眼点」を活用した情報発信の仕方、CSRや食育などの活動プログラムを一緒に作る。

●議論を行う際には、事前に工場や店舗等の現場見学を行ったり、第２階層に対するアンケート結果を使う等の情報提供をしながらの議論も検討する。

●会議型のコミュニケーション。消費者代表としての第３階層、その他学識者など複数のセクターが集まり討議する。
●多様な意見を突き合わせることで、社会的な課題など現状ではすぐに解決出来ない課題についての解決策を検討する。
●ヒアリングの内容をもとに、他層との対話を行うコンテンツとしたり、広く社会に発信するコンテンツとして取り扱う事も検討する。
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Ⅱ アセスメントの効率化研究会の概要

FCPの基本的な考え方に基づき、「協働の着眼点」の活用方法の研究や活用事例の収集、普及を目的に、特に「食の安全・信頼確保

のための食品事業者の取組に関する情報」が関係者間で円滑にやりとりされ、共有されるよう、意見交換を行う。本研究会及び分科

会で収集した情報、意見交換をもとに「協働の着眼点」に対する改善提案、今後の食品事業者としての取組、次年度の研究テーマに

ついて提言を行う。

２）平成２１年度ＦＣＰの全体構成とアセスメントの効率化研究会
アセスメントの効率化研究会では、研究会の下に「工場監査項目の標準化・共有化」「商品情報の効率的なやりとり」「フー

ド･コミュニケーション（FC)企業行動マネジメント規格の策定」の３つの分科会を設置し、活動を実施する。

１）アセスメントの効率化研究会の目的

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

第
２
回

研
究
会

アセスメントの
効率化研究会
（57企業/団体）

工場監査項目の標準化・
共有化

フード･コミュニケーション
企業行動マネジメント規

格の策定

商品情報の
効率的なやりとり

第1回(5/27)
・概要説明
・分科会の立ち上げ

「協働の着眼点」の
活用研究、実践の場

情報共有 中
間
報
告
会

成
果
報
告
会

成
果
の
取
り
ま
と
め

平成２１年度のアセスメントの効率化研究会の活動内容について振り返りを行うとともに、今後の活動の方向性について
意見交換を実施。

第3回概要

H22.2.4

第1回概要

H21.5.27

ＦCPの概要、今年度の研究会の概要について説明し、ファシリテーター及び事務局メンバーの紹介を行った。その後、興
味・関心のある分科会に別れ、それぞれの分科会の企画の詳細についてご説明し、分科会の企画内容に対する意見交
換を実施。

第2回概要

H21.9.25

平成２１年度のFCPの取り組み全体像について説明を行うとともに、アセスメントの効率化研究会の中で議論が進んでい
る２分科会（「工場監査項目の標準化・共有化分科会」「フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定」）と、
各実行可能性調査の進捗状況、およびそれらの取り組みの関連性について説明を実施。

9
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3）参加事業者

フードコミュニケーション（FC）
倫理行動マネジメント規格策定分科会

◎ 横浜商科大学 地域産業研究所（幹事団体）
株式会社 アイ・エス・レーティング

味の素株式会社
東京海上日動火災保険株式会社
社団法人 日本能率協会
三菱商事株式会社

計　6企業/団体

工場監査項目の標準化・共有化分科会

株式会社 アイ・エス・レーティング 株式会社 日本アクセス
味の素株式会社 日本検査キューエイ株式会社 
イオン株式会社 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 

株式会社 イトーヨーカ堂 財団法人 日本食品分析センター
カゴメ株式会社 社団法人 日本能率協会
京セラミタジャパン株式会社 日本マクドナルド株式会社 
サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 ハウス食品株式会社 

NPO法人 サニテーション・デザイナー協会 株式会社 阪急クオリティーサポート
サントリーホールディングス株式会社 株式会社 ファミリーマート
敷島製パン株式会社 株式会社 ホンダトレーディング

株式会社 シジシージャパン 株式会社 マルハニチロホールディングス
株式会社 消費経済研究所 みたけ食品工業株式会社 
太陽化学株式会社 ミツイワ株式会社 
株式会社 竹中工務店 株式会社 ミツカンサンミ

株式会社 ちぼり 三菱化学メディエンス株式会社 
株式会社 東急ストア 三菱商事株式会社 
東京サラヤ株式会社 明治乳業株式会社 

東洋冷蔵株式会社 株式会社 山武
株式会社 ニチレイフーズ 株式会社 菱食
日清オイリオグループ株式会社 株式会社 ローソン
株式会社 日清製粉グループ本社 わらべや日洋株式会社 

計　42企業/団体

本研究会

株式会社 アイ・エス・レーティング

株式会社 竹中工務店
株式会社 ファミリーマート

味の素株式会社

株式会社 ちぼり
物産フードサイエンス株式会社イオン株式会社

株式会社 東急ストア
株式会社 ホンダトレーディング株式会社 イトーヨーカ堂

東京海上日動火災保険株式会社
株式会社 マルハニチロホールディングス株式会社 内田洋行

東京サラヤ株式会社
みずほコーポレート銀行ＳＧＳジャパン株式会社

東洋冷蔵株式会社
みたけ食品工業株式会社海外貨物検査株式会社

株式会社 ニチレイフーズ
ミツイワ株式会社花王株式会社

日清オイリオグループ株式会社
株式会社 ミツカンカゴメ株式会社

株式会社 日清製粉グループ本社
株式会社 ミツカンサンミ京セラミタジャパン株式会社

株式会社 日本アクセス
三菱化学メディエンス株式会社

サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社
日本検査キューエイ株式会社

三菱商事株式会社
NPO法人 サニテーション・デザイナー協会

日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社
明治乳業株式会社

株式会社 産經新聞メディックス
財団法人日本食品分析センター

株式会社 山武
サントリーホールディングス株式会社

社団法人 日本能率協会
横浜商科大学 地域産業研究所

敷島製パン株式会社
日本百貨店協会

株式会社 菱食
株式会社 シジシージャパン

日本マクドナルド株式会社
株式会社 ローソン

株式会社 消費経済研究所
ハウス食品株式会社

わらべや日洋株式会社

太陽化学株式会社
株式会社 阪急クオリティーサポート

計 58企業/団体

株式会社 高島屋
株式会社 ファイネット池豊株式会社

株式会社 伊藤園

清田産業株式会社
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工場監査項目の標準化・共有化分科会

目的 ○フード・コミュニケーション・プロジェクト（以下FCPとする）の基本的な考え方に基づき食品事

業者等が参集し、既存の工場監査の項目のうち、安全・信頼確保のための取組に関するもの

について、監査項目の標準化・共有化の検討を行う。 「協働の着眼点」の項目の中から共有

可能なものについて整理を始め、基礎的な項目に関する標準化・共有化の為のツールを作成

し、活用の提案をとりまとめる。

11

Ⅱ-1 工場監査項目の標準化・共有化分科会の概要

成果物 「ＦＣＰ共通工場監査項目・第１版」

・ これまでに分科会における議論の内容と、監査項目を使用した工場監査の試行結果も

成果物として添付する。

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

食品

事業者

工場監査・
検査事業
者 など

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回 第７回

食品

事業者

工場監査・
検査事業
者 など

全体
で

検討

全体
で

検討

食品事業者
による検討

監査・検査事業者
による検討

9/107/29(午後）7/16(午後）

7/16(午前）

2010年

2月4日

全体
で

検討

全体
で

検討

全体
で

検討

試行版
の完成

9/25 10/226/18

各社で活用

活用結果
報告
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ステージ ２

（１）【商品（※8）等についての情報共
有】

（２）【取引先との協働の取組】

９．【取引先との情報共有、
協働の取組】

FCP共通工場監査項目

協働の着眼点

協働の着眼点（小項目）に対応
する工場監査項目について、
必要であると考えられる項目を
抽出しました。

35社からのアンケート結果

ディスカッション１

抽出した監査項目について、
レベル分けの整理をしました。

レベル分けした項目のうち、
基礎項目とした項目について、
表現方法等の見直しをしました。

アンケート結果を参考に、
実際の業務の流れに沿っ
て、必要と考えられる項目
を抽出してみよう。

抽出した監査項目は、要
求されるレベル感がまちま
ちだな。まずは3つのレベ

ルにわけて整理してみよう。

食品事業者

監査・審査会社

監査項目

ディスカッション２

ディスカッション３

レベル分け 基礎項目：最低限押さえておくべき項目

条件適用項目：工場規模や業種に応じて必要となる項目

応用項目：付加価値的な情報として必要となる項目

事業規模や業種に関わら
ず、使う人が理解できる表
現方法になっているだろう
か。整理してみよう。

項目によっては、「食品事業
者」、「監査・審査会社」を分け
てディスカッションしている場
合もあります。

工場監査項目の【抽出】

【整理】した工場監査項目の【表現の整理】

工場監査項目を抽出・整理するためにグループディスカッションを実施

【抽出】した工場監査項目の【整理】

ステージ 1

■ 「共通工場監査項目」策定の流れ

１６６項目からなる
監査項目の完成
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・「侵入防止等のセキュリティー」について新たな気付きができた。
・確認すべき項目をモレなく体系的に確認することができた。
・（監査する側として）質問に対する回答が要領を得ていた。
・表現が端的で、わかりやすかった。
・優先順位が明確になり、指導、改善業務の効率があがった。
・項目の網羅性からみて、抜けもれなく整備されており効率化できた。
・「ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ」、「ｸﾚｰﾑ対応」、「表示確認ﾙｰﾙ」について自社の監査シートに追加した。
・「薬剤の管理」や「廃棄物の管理」の項目が自社で不足していることに気付いた。
・工場では、自ら積極的に法令を知ろうという意識が薄いことに気付いた。
・管理の上位概念である「実施」の項目が、自社の監査シートにないことに気付いた。
・「責任者の設定」に関する明確さに欠く部分があることに気付いた。
・監査のポイントが明確になってスムーズに実施できた。
・コンプライアンスに関する重要性に気付いた。
・お客様対応が、川上の製造業、加工業でも必要であることがわかった。
・何を監査するのか明確になっているので使い勝手がよい。
・情報収集担当者を配置する必要性について、新たな気付きがあった。
・管理しておかなければならない部分が明示され、どの部分が整備できてないかわかった。
・事前の自社チェックが自律的に行われるようになった。

「気付き」や「効率改善」に関してのご回答（抜粋）

■ 「共通工場監査項目」を使った工場監査の試行結果（アンケート回答内容から）
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商品情報の効率的なやりとり分科会

目的 ○商品情報に関するやりとりの業務は、様々な関係者が関わって実施されており、かつその

情報量は膨大となっている。まずは、分科会参加者により、業態、業種、職種の壁を越えて

様々な観点から商品情報のやりとりに関する問題点を洗い出し、課題を共有する。

成果物 「商品情報の効率的なやりとりに関する課題」

・ 来年度の分科会開催に向け、分科会参加事業者間で共有した問題点・課題を整理し、

報告する。

Ⅱ-2 商品情報の効率的なやりとり分科会の概要

◇第１回分科会 平成２２年 ３月９日 午後 （これから第１回分科会を開催）

【問題点の洗い出し】 テーマ：業務における問題点の洗い出し

Ｈ21年度分科会

Ｈ22年度分科会

【課題解決の議論】 テーマ：洗い出された問題点よりテーマ設定し議論
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フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定分科会

目的 ○食に関わる事業者が消費者の信頼を得るために、またフードチェーンを構成する関係者相

互の信頼感の共有のために、協働の着眼点を活用し、食の信頼確保に向けた食品関連事業
者の経営倫理基準と、製品実現基準で構成されるFC企業行動マネジメント規格を作成する。

（横浜商科大学・地域産業研究所が中心となり分科会活動を実施）

15

Ⅱ-3 FC企業行動マネジメント基準策定分科会の概要

成果物 「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」を出版物として発刊する予定

（2010年3月予定）

概要：「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」の内容について資料をもと
に、具体的な構成内容に関して要点を説明し、内容に関しての改善点や本規格の利用可能
性に関する意見交換を実施。

第4回

H21.10.14

進捗 第1回

H21.6.22
概要： 分科会参加者の紹介を行ったあと、分科会で策定する「フードコミュニケーション（Ｆ
Ｃ）企業行動マネジメント規格」の内容と、作業の進め方について、意見交換を実施。

第2回

H21.7.29
概要： 「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」の前文（考え方）及びFC
企業行動マネジメント規格の構成内容について意見交換を実施。

第3回

H21.9.9
概要： 「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」内容について、第2回分科

会において参加者の方々から頂戴した意見をもとに、「FCM2010」の目的や方向性、注意事
項、具体的な構成内容について意見交換を実施。

第5回

H22.1.20
概要：「フードコミュニケーション（ＦＣ）企業行動マネジメント規格」の出版原稿ドラフトをもと
に、マネジメント規格としての盛り込むべき内容・修正すべき内容について、最終的な意見
交換を実施。
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フード・コミュニケーション（FC）企業行動マネジメント規格
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Ⅲ 地域活性化研究会

FCPの基本的な考え方に基づき、食品事業者や都道府県等、様々な主体と地域における「協働の着眼点」の

活用事例の収集及び適切な活用方法を検討し、情報共有を図る。また、上記の検討に基づき、様々な地域に

おける「消費者の食に対する信頼を確保するための取組」を促進、支援する為の方策や取組について提案を

とりまとめる。

２）平成２１年度 地域活性化研究会の構成

昨年度の「地域活性化研究会」における提案及びFCP情報共有ネットワーク参加者の参加希望アンケートに基づ

き、「企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会」を立ち上げた。また、地方自治体と連携

し地域ブランチを立上げ、活動支援を行った。

•分科会は、ワーキンググループを２回、分科会を３回、開催し、「展示会・商談会シート」の作成、検証を行った。

•地域ブランチは、岩手県、三重県、愛媛県において開催した（和歌山県は３月８日が決定済み）。「協働の着眼

点」、「展示会・商談会シート」の活用研究等を実施した。

１）地域活性化研究会の目的

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月地域活性化
研究会

（37企業/団体）

第1回(5/25)
・概要説明
・分科会の立ち上げ

「協働の着眼点」の
活用研究、実践の場

情報共有

成
果
の
取
り
ま
と
め

WG実施

中
間
報
告

成
果
報
告

適宜実施

企業力向上の場とし
てのﾏｯﾁﾝｸﾞﾌｪｱ・商
談会の活用促進

地域ブランチ
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3）参加事業者

愛媛ブランチ （計 16企業/団体）

三重ブランチ （計 24企業/団体）

岩手ブランチ （計 16企業/団体）

株式会社イトーヨーカ堂、一神商事株式会社、株式会社愛媛銀行、株式会社ぐるなび、株式会社京王百貨店、株式会社産經新聞メ

ディックス、株式会社静岡銀行、株式会社消費経済研究所、信金中央金庫、株式会社千葉銀行、株式会社東急ストア、日本ケンタッ

キー・フライド・チキン株式会社、株式会社菱食、株式会社フードゲート・ネットワークス、みたけ食品工業株式会社、ミツイワ株式会社、

株式会社長井製菓、株式会社インフォマート、社団法人日本能率協会（代表幹事）

横浜商科大学 地域産業研究所、岩手県、愛媛県、滋賀県、三重県、株式会社愛媛銀行、株式会社静岡銀行、信金中央金庫、株式会

社千葉銀行、株式会社八十二銀行、株式会社北洋銀行、財団法人北海道科学技術総合振興センター、日本百貨店協会、株式会社ア

イ・エス・レーティング、ＳＧＳジャパン株式会社、日本検査キューエイ株式会社、株式会社アイティ総研、有限会社ケンプランニングオ

フィス、社団法人日本能率協会、株式会社産經新聞メディックス、東京海上日動火災保険株式会社、サーモフィッシャーサイエンティ

フィック株式会社、東京サラヤ株式会社、株式会社フードサポート四国、ミツイワ株式会社、みたけ食品工業株式会社、株式会社マス

ヤグループ本社、株式会社 マスヤ、株式会社イトーヨーカ堂、株式会社京王百貨店、株式会社東急ストア、日本ケンタッキー・フライ

ド・チキン株式会社、一神商事株式会社、ダーマ株式会社、株式会社菱食、三菱商事株式会社、株式会社フードゲート・ネットワーク

ス、池島フーズ株式会社、株式会社高島屋、株式会社ぐるなび、株式会社消費経済研究所

企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会 （計 19企業/団体）

本研究会 （計 41企業/団体）
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実際のマッチングフェア・商談会における「展示会・商談会シート」の普及を図ると共に、利用
事例により、必要項目や使い勝手等につき、検証を行っていく予定。

今後の展開

秋期以降の展示会・商談会における実際の利用例を基に、評価と検証、今後の展開方向に
ついて確認した。

第3回分科会

H22.1.21

第1回の分科会及びＷＧにおける議論に基づき、「展示会・商談会シート」案を作成した。第2回WG
H21.8.28

分科会、ＷＧの議論を踏まえ作成した「展示会・商談会シート」案を示し、意見交換を実施。
最終案につき、秋期以降の展示会・商談会において実際に利用することを確認した。

第2回分科会

H21.9.11

企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会

目的 ○「協働の着眼点」を活用しマッチングフェアや商談会においてバイヤーと食品事業者との情報のやり取りの

効率化を図る「展示会・商談会シート」を開発する。

○商品開発、営業活動におけるPDCAサイクルのスタートポイントとして、マッチングフェア・商談会を活用す

ることで企業力向上を図る具体的方策を検討する。

実施
内容

ワーキンググループ及び分科会を開催し、展示会・商談会における課題の整理、「展示会・商談会シート」の
開発及び実際の使用例を用いた評価、検証を行った。

第1回分科会

H21.7.15
マッチングフェア・商談会の課題と改善点の整理、現行の「展示会・商談会シート」の課題と
改善点の整理を実施。

第1回WG
H21.8.5

「展示会・商談会シート」における必要な項目、利用イメージ（利用タイミング、主要な利用者）
等につき、意見交換を実施。

成果 「展示会・商談会シート」（３つの商談会にて実際に利用）

Ⅲ－１ 企業力向上の場としてのマッチングフェア・商談会の活用促進分科会の概要
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■分科会で提案された「商談会・展示会シート」について

○項目選定にあたっては、「協働の着眼点」との関連付けに配慮した。
商談会・展示会シートの項目は、商談や取引における必要性の視点と「協働の着眼点」との関連性との視点を考

慮しながら、選定した。
○レイアウト・構成上の留意点：展示会・商談会における時間的制約、取引をスタートさせる際に最も基本的となる最
低限の情報である３０項目に絞込みを行い、商品情報と企業情報毎に整理した。
A４の両面程度のボリュームで、「わかりやすく」、「ビジュアル」を利用するといった点に留意した。

商談会における商談会シート記入事前研修の様子 実際の利用例

企業情報

企業情報の項目例
・基本情報

企業名、所在地、資本金、設立年、従業員数
・営業情報

業種、業務内容、売上高、主な取引先
主な取扱商品、

・その他
企業のセールスポイント

商品情報

商品情報の項目例
・基本情報

商品名、商品概要、販売希望価格
・生産情報

最小ロット、受注単位、生産能力、リードタイム
特許、商標、類似品の有無、HACCP、ISO
PL保険

・商品情報
生産地、原材料、賞味期限、GMO

・流通情報
規格、配送形態、保管形態、流通経路

・その他
商品のセールスポイント

【既往の展示会・商談会シートより抽出した項目】

取引関係全体の
うち、ファーストコ
ンタクトレベルに
おける必要な情
報の絞込み

「協働の着眼点」
との関連性づけ
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Ⅲ-2 地域ブランチの概要

4-1. ＦＣＰ岩手ブランチ

目的

「フード・コミュニケーション・プロジェクト」における食品事業者の行動の透明性確保という課題を、「攻めの対策」と捉え、岩手県に

おいては「ＦＣＰ岩手ブランチ」を設立した。

農商工連携や６次産業化の推進による業態の拡大等に寄与する活動とし、ブランチに参加する関連事業者等が一体となり、県内

食品事業者への支援を通じて食産業を核とした地域の活性化を図る。

また、県内におけるＦＣＰ活動の研究と県内食品事業者支援の基盤構築に取り組み、ビジネスとして発展性のある具体的モデル

の創出を目指す。

進捗

第1回

H21.6.26

農林水産省からFCPの概要説明を行った後に、岩手県庁から県内におけるFCP推進にあたって
の方針を説明した。

また、県内企業における実践例を紹介し、食産業を核にした地域活性化を目的とするFCP岩手県
モデル形成に向けた意見交換を行った。

食品事業者向け流動資産
担保融資研究会開催

H21.7.24

県内の金融機関の参加のもと、「食品事業者向け流動資産担保融資研究会」を発足し、意見交換
を実施した。

金融機関と協働し、実践するとともに、研究会を開催することとした。

企業訪問、現地等での協議

（6月から継続的に実施）

県内食品製造業者を訪問し、各事業者が取組む課題とFCPに対する考え方や協働の着眼点の利
用方法等について、協議、検討を行っている。

第2回

H22.2.10
FCP岩手ブランチの一環として、食の安全・安心を基本に、意欲的に企業価値向上に取組む食品
事業者の事例紹介し、食産業振興に係る意見交換を行った。

成 果

FCP岩手ブランチでは、モデル事例としてブランチ参加事業者それぞれの課題を抽出し、解決対
応することを通じて、事業者が自身の取り組みを「見せていく」意識を高めるとともに、顧客に対し
て「見せていく」場の形成に取り組んだ。このことから、事業者自身が主体となり、社内外に「見せ
ていく」取組みに繋いだ。

今後の展開

県内食品事業者、関係者および消費者に広く「見える化」の意義、岩手ブランチの取組みをお知
らせしていくとともに、「見せていく場、機会」を作り、事業者の主体的な取組みを促進すること。

また、事業者の課題解決のための支援と協働の態勢を構築すること。
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“ココロ”を磨く

“シクミ”を磨く

“モノ”を磨く

○ 事業・経営計画策定支援

○ 経営管理向上による金融支援
○ 製造・技術開発支援
○ 衛生管理・品質管理支援

○ 商品開発支援
○ 商品マッチング支援
○ 商品ＰＲ支援

食品事業者が経営発展するためには、
ココロ、シクミ、モノを磨き、

自社内外で伝え、共有する取組みが重要

食品事業者の取組みの「見える化」

事業者の皆さんと協働で、「見える化」に取組む

ＦＣＰ岩手ブランチの取組み

着実に成長する食品事業者の共通点として見えてきたもの

モノ

（商品）

シクミ

（プロセス）

ココロ

（経営理念＝食の安全・安心）

“ 事 業 活 動 ”

顧 客

○ 情報発信支援
○ 農商工連携支援
○ 事業者間マッチング支援

“伝え、共有”する

事業者の課題に応じた支援と協働により、取組みの「見える化」を図る



23次年度以降の「食の信頼回復サポート」に関わる事業等に反映する今後の展開

○食品企業経営者向けの「企業価値向上プログラム」
○「お客様の信頼確保のための活動の自己点検シート」

成果

第6回

H22.1.13

テーマ「価値創造に向けたリーダーシップ」
○ミッション、ビジョンの構築と共有、○改善・革新のための組織体制・制度づくり、○組織風土・
企業文化の醸成

第3回

H21.10.6

テーマ「お客様との双方向コミュニケーション」
○安心をサポートする積極的な情報発信、○ご意見・苦情はお客様からの贈りもの、○お客様情
報を活かす社内体制の構築

第4回

H21.10.27

テーマ「お客様価値を高める人と組織づくり」
○高い業績を生み出す環境づくり、○組織能力強化と人材育成、○社員満足

第5回

H21.11.16

テーマ「わが社のお客様価値創造のプロセス」
○わが社のお客様は誰？、○ライバルに差をつける「わが社の安全づくり」、○価値創造のため
の組織能力強化

第2回

H21.9.14

テーマ「わが社はなぜ？お客様に選ばれているのか？」
○お客様の期待に応えるわが社の提供価値、○食品事業者必須の提供価値「安全・安心」、○
「お客様基点」から始まる価値創造

第1回

H21.8.24
進捗

4-2. ＦＣＰ三重ブランチ

目的

食の信頼回復に取り組むことを企業価値向上の戦略の一つとして捉え、それを自社の企業経営に反映させ
て、より優れた経営の仕組みづくりにつなげていくことをめざした、企業トップ向けのセミナーを企画・実施す
る。具体的には、「優れた経営の仕組み作り」を学ぶ「経営品質向上プログラム」をベースにした研修カリキュラ
ムを検討したうえで、食品企業経営者を対象とした研修を実施し、企業価値向上の考え方についての理解を
深める。また、参加者の研修による学習成果を活かし、「協働の着眼点」について経営改善ツールとしての活
用法を試行しながら、「協働の着眼点」と連携した食品企業経営者向けの人材育成カリキュラムを検討する。

テーマ「お客様に信頼される会社をつくる」
○各社の取組と今後の計画発表
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どのような基準で評価されましたか。

貴社ではどのようなことが行われていますか。

１．お客様基点の考え方が基本方針として経営判断の根拠
となっているとともに、ホームページや会社案内で公開され
ている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

２．コンプライアンス重 視 に向けて、従業 員 一人 ひとりの や
るべきことが明確になっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

３．衛生 ・品質 を統括 する 独立 した部 門 または 担 当 者 が 決
められており、安全を保証するための体制づくりが計画的に
進められている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

４．原材 料の 調達 先の 選択 基準 が明 確になっており、原 材
料 の 受け入 れの 際 に、仕様 書 や 企画 書 による確 認 が 行 わ
れている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

５．７Ｓ活動が実施されているとともに、製造工程、配送過程
においてマニュアルに定められ た品質上 、衛生上の管 理が
行われている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

６．食品衛生上の自社基準をクリアした販売店 を選択し、そ
の売 り場 や輸 送 ・保管 が自 社基 準を満た すよう取 組ん でい
る。

Ａ　Ｂ　Ｃ

７．公正 な取引の ためのル ールを作 成し、社 内外 に公 開す
る と とも に 、従 業 員 教 育 や 取 引 チ ェ ッ ク に よ り そ の 徹 底 を
図っている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

８．ビジ ネスパ ートナーとの 取 引は 、文 書 による契約 のもと
に行われており、WIN-WINの関係が保たれている。

Ａ　Ｂ　Ｃ
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９．ビジネスパートナーとは、顧客基点という基本方針を共
有し、お客様のための情報収集や情報公開が協力して行わ
れている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１０．お客様が意見・苦情を述べやすい体制が取られてお
り、だれでもが基準以上の対応ができるよう対応基準に基
づく教育が行われている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１１．お客様からの意見や苦情が、「よい情報」、「よくない情
報」にかかわらず社内で共有され、改善に結びつけられてい
る。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１２．製品表示や宣伝物はお客様の誤解が生じないよう、わ
かりやすい表現が用いられており、賞味期限、消費期限は
科学的根拠に基づいた客様に理解してもらいやすいものと
なっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１３．従業員に、食に関する知識を学ばせるとともに、工場
見学や産地体験などを通じて、お客様とともに食を考える機
会をつくっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１４．緊急時の基準が明確であり、対応を円滑に行えるよう
社内の役割と責任が明確になっている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１５．緊急時における出荷先と仕入れ先の協力体制があら
かじめ決められている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

１６．緊急時におけるお客様からの情報収集やお客様への
情報提供の体制があらかじめ決められている。

Ａ　Ｂ　Ｃ

　 ※評価基準について　　　Ａ：十分できている　　　　Ｂ：一部取り組んでいる　　　Ｃ：取り組んでいない
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○講師： 安倍泰生氏（安部クオリティマネジメント株式会社代表取締役）

○ファシリテーター：中山幹夫氏（財団法人 日本システム開発研究所）
○概要： 「経営品質向上プログラム」をベースにして、「食の安全・安心」にかかる内容を強調した食品企業経営者に

向けの「企業価値向上プログラム」を作成した。また、企業価値向上の観点で、事業者が自社の現在の状

況及び今後理想とする企業の姿を記述しチェックツールとして活用する「お客様の信頼確保のための活動

の自己点検シートを作成した。

■三重ブランチの活動成果について

◆食品企業経営者に向けの「企業価値向上プログラム」 ◆お客様の信頼確保のための活動の自己点検シート

第1回： わが社はなぜ？お客様に選ばれているのか？

第2回： わが社のお客様価値創造のプロセス」

第3回： 価値創造に向けたリーダーシップ

第4回： お客様との双方向コミュニケーション

第5回： お客様価値を高める人と組織づくり

第6回： お客様に信頼される会社をつくる

グループ形式によるカリキュラムの様子

次年度以降のセミナーに反映
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年度内に研究会を開催し、愛媛県産品の強みを改めて確認し、新たな商品開発の方向性を

検討する。

今後の展開

日本能率協会の箱崎氏より、売れる商品に関する考え方、展示会・商談会及び「展示会・商

談会シート」の有効活用法等を講演頂いた。講演を受け、「展示会・商談会シート」を題材に

商品づくりにおいて考慮すべき事項についてワークショップ形式により検討を行った。

第2回研究会
H22.1.28

農林水産省からFCPの概要説明を行った後に、ワークショップ形式にて、参加事業者から、

食の信頼向上に関する意見、県内の特徴ある地域資源等について意見交換を実施。

第１回研究会
H21.12.18

4-3. ＦＣＰ愛媛ブランチ

目的 ○目的

「協働の着眼点」を活用したビジネスモデルの検討に取り組むことを通じ、研究会活動の成果として、多様な業種、業

態の地域の食品事業者を中心に、地方公共団体、金融機関、大学等の教育機関など地域の多様な主体が連携

し、食の付加価値向上に取り組むビジネス・コミュニティを創出する。

○主な検討内容（案）

①ビジネス・パートナーシップ形成段階における「協働の着眼点」の活用方策の検討

②研究会参加企業・団体等による新たな価値創造と食の信頼向上を目指すビジネス・コミュニティの形成手法の検

討（or「協働の着眼点」を活用したローカル・フード・バリュー・チェーンの形成手法の検討）

実施
内容

ＦＣＰセミナー
H21.10.29

県内の食品事業者等へのＦＣＰの普及を図るとともに、愛媛ブランチへの参加要請の場とし
てセミナーを開催した。農林水産省からFCPの概要説明を行った後に、県内の食品事業者、

生産者によるパネルディスカッションを実施。

成果 サプライチェーンを構成する異業種が参加し、「協働の着眼点」「展示会・商談会シート」を活

用したワークショップを通し、「商品開発」というテーマを題材に、業種ごとの考え方や価値の

見出し方の違いがあることを体験、共有した。また、それらの違いを前提とした多様なコミュ

ニケーションの可能性も実体験した（研究会参加者によるビジネス・コミュニティ形成の基礎

条件を整えることができた）。
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■愛媛ブランチにワークショップ活動の状況について

○ファシリテーター：中山幹夫氏（財団法人 日本システム開発研究所）
○アドバイザー：愛媛大学農学部 大隈満教授
○概要：FCPについての理解及びFCPの考え方、特に、「展示会・商談会シート」を活用し、地域資源の有効活用、

付加価値の向上といった新たな活動モデルの研究を行った。

２回

売れる商品づくりの今を学ぶ：マッチングフェアーの現場から（案）

（講義）演題：「売れる商品づくりの今－安心の伝え方」
講師：箱崎浩大 氏（社団法人 日本能率協会）

2010年1月28日（木）

（GW）

○商談会シートから何を読み取るか？
○自社・私はこんなことができる。

（「売れる商品」アイデアフラッシュ）

１回
FCP概論－協働の着眼点が生む新しいビジネスシーン

2009年12月18日（金）

○プログラム１．他者紹介
・普段のしごと
・個人として感じている食の信頼向上のあれこれ
・私の一番・これが愛媛の食の魅力だ！！

○プログラム２．FCPってどんなコト？

○これからの進め方（ゴールの共有）

研究会の様子

○個人として感じている食の信頼向上のあれこれ

○私の一番・これが愛媛の食の魅力だ！！

☆農薬を使わない

☆産直市⇒トレーサビリティー （地産池消）

☆輸入食品の安全性

☆食品表示（コンプライアンス）

☆安さと安全

☆種から野菜

☆顔の見える関係づくり

☆おいしい＋トレーサビリティー

☆何が伝えられたか

☆商品カルテのチェック

☆製造の現場の見える化

☆コンプライアンス以上の基準

（高島屋スタンダード）

☆生産者に伝える難しさ

☆小売に伝えにくい

☆鬼北のキジ

☆来島の風景と魚

☆真珠の貝柱

☆みかん、カツオ削りぶし

☆ブリ・ハマチ（脂）⇒寒ブリしゃぶしゃぶ

☆じゃがいもの「でじま」

☆じゃこかつバーガー

☆瀬戸内海の魚

☆青島フグ

☆チリメン

☆南予（１次産品）

☆甘トロ豚

地域資源の有効活用、付加価値の向上に向けた
新たな活動モデルへ



平成 21 年度 FCP 成果報告会 アセスメント・人材育成系 概要報告 
・ 日時： 平成 22 年 2 月 24 日（水） 1３：4５～1５：３0 

・ 場所： 東京大学弥生キャンパス 弥生講堂 一条ホール 

 
＜議事次第＞ 

1. アセスメント・人材育成系事業の概要 

2. 分科会・実行可能性調査の成果報告 

１）工場監査項目の標準化・共有化分科会 

２）商品情報の効率的なやりとり分科会 

３）フード･コミュニケーション企業行動マネジメント規格の策定 

４）「食品事業者（経営陣）向け研修プログラム」の開発 

５）「協働の着眼点」を活用した食への信頼向上の取組認証規格開発事業 

６）食の信頼確保のための成熟度の評価事業 

７）「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用 

８）「協働の着眼点」を活用した食品事業に従事するパート･アルバイト従業者を対象とし

た教育ツールの開発 

3. まとめ 

 
＜議事概要＞ 

はじめに、ファシリテータの杉浦様から「アセスメントの効率化研究会」に設置された

分科会と、アセスメント・人材育成系の実行可能性調査事業の概要についてご説明いただ

きました。続いて、各事業の実施者から、それぞれの分科会・実行可能性調査について活

動のご報告をいただいた。 

 

１）工場監査項目の標準化・共有化分科会 

ＦＣＰ事務局 岡安 

「工場監査項目の標準化・共有化分科会」は、工場監査の効率化を進めることを目

的に、今年度４２事業者５７名の皆様にご登録いただき、７回の分科会を開催した。

工場監査といった場合、監査手法や評価基準などの議論も考えられるが今年度は、「ど

の項目を監査するのか」という「監査項目の標準化」にテーマを絞って議論を行い、

その成果物としてこの２月に「ＦＣＰ共通工場監査項目 第１版」をとりまとめた。

「監査項目の標準化」は、「協働の着眼点」を活用し、着眼点の各小項目単位に「業

種・業態などに係らず確認すべき監査項目としてどのようなものがあるか」をグルー

プディスカッションで検討した。昨年１１月に「ＦＣＰ共通工場監査項目 試行版」

が完成し、その後３ヶ月間に、この項目を使った工場監査の試行を行っていただき、

３１事業者から３６の工場監査事例についてアンケートで回答があった。この監査項
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目を使うことで、「工場監査に必要な視点として新たな気づきを得た」、「監査項目の

効率改善につながった」等の意見が寄せられた一方で、「評価基準が設定されないと

使いにくい」、「工場の規模、取扱う食品にあわせて監査項目をブレークダウンしてい

く必要がある」など課題も明らかになった。今後は「評価基準の目あわせ」や「業種・

取扱う食品に応じた対応」について検討を進め、より使い勝手がよい工場監査項目を

作り上げていく必要があるというご意見をいただいている。策定した工場監査の基準

を食品事業者が利用し、監査結果を事業者間で交換できるようになり、工場監査の効

率化が図られていくことが期待される。 

 

２）商品情報の効率的なやりとり分科会 

ＦＣＰ事務局 岡安 

「商品情報の効率的なやりとり分科会」は、第１回分科会を２００９年３月に開催

予定であり、現在参加者募集を行っているところである。今年度は、日常業務におけ

る「商品情報のやりとり」に関する問題点を洗い出し、参加者間で課題を共有するこ

とを目標とし、共有された課題をもとに、来年度の分科会での検討テーマを設定する

予定である。 

 

３）フード･コミュニケーション・企業行動マネジメント規格策定分科会 

横浜商科大学 小林教授 

「フード・コミュニケーション・企業行動マネジメント規格策定分科会」は、横浜

商科大学・地域産業研究所が中心となり、今年度５回の分科会を開催した。分科会で

策定した「企業行動マネジメント規格」は、食品事業者がコンプライアンスに取り組

むことの重要性を認識し、コンプライアンス体制を構築する際に、具体的にどのよう

な体制を作り、どのように対応していけばよいかをわかりやすく示すことを目的とし

たもので、「協働の着眼点」の大項目１、２を主に参照し、規格に盛り込むべき項目

について議論を行い、日本語だけでなく英訳も行っている。この規格は広く公表する

とともに、近日出版する予定でもあることから、是非皆様でご活用いただきたい。 

 

４）「食品事業者（経営陣）向け研修プログラム」の開発 

日本 HACCP トレーニングセンター 佐藤様 

日本ＨＡＣＣＰトレーニングセンター（ＪＨＴＣ）では、食品事業者の経営層が自

社の課題を把握し経営戦略を明確にするための「経営者教育プログラム」を開発し、

実際に食品事業者の経営層向けの研修を開催し、その効果検証を行った。またＪＨＴ

Ｃの人材プールを活用し、経営者教育に携わる講師陣の養成を行うための「講師・指

導者向けプログラム」開発を行なった。 

これらのプログラムでは、「協働の着眼点」のポイントである「お客様とのコミュ
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ニケーション」「サプライチェーンとの協働」「顧客リスクの管理」などの考え方が、

「食品事業者の信頼性の向上」にどのようにつながるかを、経営者に理解していただ

くとともに、事業活動の全体最適を図るために「協働の着眼点」の視点を活用してい

る。 

開発したプログラムを用いて研修を開催した結果、研修を通じた経営者や企業同士の

交流やインストラクターとの交流を通じて、全国的な相互コミュニケーションネット

ワークの構築が可能と考えている。経営者が研修で得た知識を持ち帰り、具体的な経

営活動計画に落とし込む作業を行うようになれば、「協働の着眼点」活用企業の増加

につながると考える。 

 

５）「協同の着眼点」を活用した食への信頼向上の取組認証規格開発事業 

SGS ジャパン株式会社 稲富様 

ＳＧＳジャパンでは、従業員規模５０～２００名程度の工場を想定した「食の安全

認証基準規格」の策定を行った。この規格は、購買側企業の要求事項を明確化し、食

の信頼向上に向けた取組みの目安を示すとともに、事業者内部にＰＤＣＡサイクルの

確立を促すものであり、「協働の着眼点」を活用し検討を行った。 

この規格の策定は、①購買側企業のヒアリング ②（協働の着眼点の小項目単位に）

取組みの MUST/WANT 項目の整理 ③監査者用チェックリストの作成 ④評価基

準・手引書の作成 の流れで作業を行った。本事業の活動成果として、策定した規格

を公表する予定であるので、ご活用いただきたい。 

 

６）食の信頼確保のための成熟度の評価事業 

株式会社アイ・エス・レーティング 三好様 

アイ・エス・レーティングでは、「協働の着眼点」を活用し、食品事業者等の業務を

客観的に評価する仕組みとして「格付け事業」の検討を行ってきた。この事業の最初

として、銀行・商社・食品事業者などからなる「格付基準審議委員会」を設置し、客

観性を確保しながら評価基準を策定した。評価基準は「協働の着眼点」の小項目単位

に、ＰＤＣＡサイクルの実施状況や対策強度を考慮した内容となっている。 

この評価基準を使い、３３社の簡易格付け（アンケート調査結果による評価）と、

９社の本格的な格付け（現地審査を伴うもの）を実施した。石井食品(株)と(株)真田

がＡＡＡ（トリプルＡ）という高い格付け結果となった。今日は（株）真田様にお越

しいただいているので、企業としての取組み内容や格付け取得の狙いについてお話い

ただく。 
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■格付け事例発表： 株式会社真田(宇治市) の取組み 

真田様  

（株）真田は京都府宇治市の乾物食品メーカーで、約２００種類の食品を扱ってお

り、これまでＩＳＯ９００１の認証を取得している。 

品質管理の向上のため、パート社員の中から５名を選び「パート社員の教育者」と

し、そのメンバーが中心となり、他のパート社員と一緒に、ルールブックの策定、製

造工程の策定、品質向上に向けた改善項目の収集を行うなどの取組みを行っている。

また業務効率化のために、徹底的なデータベース管理を行なっているのが当社の特徴

である。 

「協働の着眼点」の中に、「他の事業者との協働」や「食育」に係る項目があるが、

当社では関西ＭＢＡ学生フォーラムの中で自社の取組みについて議論してもらうこ

とで学生との協働を図ったり、日本の伝統的な食事を見直す食育活動を進めたりして

いる。 

そのような日頃の取組みが、今般格付けという形で可視化され、高い評価を受けた

ことは、従業員の励みになると感じている。 

格付け評価の中で、緊急時のコミュニケーションについて改善の余地があるとのコ

メントを受けているので、その部分については今後の課題として取り組んでいきたい。 

 

   今年度の格付け事業については、格付け基準の策定・試行・検証まで含め、一通り

の作業を終了し、成果をまとめることができた。来年度に向けては、「メディアとの連

携」などが課題と考えている。 

 

（７）「協働の着眼点」を活用したセルフアセスメントシートの開発と運用 

株式会社阪急クオリティーサポート 廿日出様 

当社では、中小企業の品質管理担当者が活用できるセルフアセスメントシートを開

発し、そのシートを使った試行を行った。シートの開発にあたっては、これまでの自

社グループにおける工場衛生点検のノウハウを活用するとともに、「協働の着眼点」

中から主に「衛生管理・品質管理」に係る項目をピックアップし、普段の製造現場で

使っている言葉に置き換える作業を行った。 

こうして作成した試行版のセルフアセスメントシートは、約１５０項目、２段階評

価をするものであり、シートを見ると関連する「協働の着眼点」の項目番号がわかる

ようになっている。試行版シートの使い勝手についてヒアリングを行った結果、次の

ような課題が出てきた。課題は、 ①食品製造事業者は異物混入について関心が高い

が、防止策についての意識が不十分であった。 ②各項目を○×で評価するだけでな

く、項目全体を通しての 100 点満点のような分かりやすい評価が必要。 ③経営者

に分かりやすいよう、課題の優先順位などを示す必要がある。 というものである。 
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これらの課題を受け、セルフアセスメントシートの見直しを行い、セルフチェック

により改善必要項目が洗い出された際にその対応優先順位を検討するための項目を

追加した。こうして改定したセルフアセスメントシートを活用していただいた結果、

シートは使いやすく、自社の取組みの改善につながったとの意見が寄せられている。 

当社のもう１つの取組みとして、セルフアセスメントシートの実効性を高めるため、

中堅従業員向けの通信教育教材を作成した。その教材を使った通信教育を受講した３

１名の受講者に関してアンケートを実施したところ、大半の受講者は「難易度は適切」

で、「役にたった」との意見を寄せている。 

最後にこれらの取組みについて、試行に協力いただいた各社にアンケートをとった

ところ、「衛生管理・品質管理」に関する改善については、「お金」と「時間」と「現

場の関心」が必要であるが、それらが整わないということで、９０％近くは直ぐには

改善に着手できない状況とのことであった。今後「会社の取組み」として改善活動を

進めていくために、今回策定したセルフアセスメントシートを活用していっていただ

きたい。 

 

８）「協働の着眼点」を活用した活動のためのツールの開発」 

三菱化学メディエンス株式会社 柳原様 

食品製造の経験が浅いパートやアルバイトを雇用する際に、従来は、食品の取り扱

いのみを中心とした初期教育が行われていた。食品関連事業者が取り組むべき行動の

ポイントをまとめた「協働の着眼点」をパート・アルバイトに浸透させる事を目的と

して、教育ツールの開発を行った。教育ツールとしては、従業員用マニュアル・講師

用テキスト・理解度テストがあり、これらのツールには「協働の着眼点」との関連が

記載されている。当社ではこれらのツールを使った講習会を開催し、ツールの使い勝

手などについて実地検証を行い、理解度が低い部分の記述見直しなどの改善を図った。

マニュアル改定後の実地検証（受講者の理解度テスト）では、改定前の実地検証の際

よりも理解度が高くなる結果が出ており、ツールの改善効果があったと考えている。

今回開発したものが、食品事業者が消費者からの信頼を確保するためのツールとして

活用されることを期待している。当社では、今後食品関連事業者向けの講習会で本ツ

ールを活用するとともに、今後は英語・中国語などの言語に翻訳し、近年増加傾向に

ある外国人労働者向けの教育ツールとして活用することも考えている。 

 

最後に、ファシリテータの杉浦様から、「来年度は民間主体でＦＣＰの活動を発展させて

いく年であり、これらの分科会や実行可能性調査の活動を通して互いにシナジー効果が生

まれ、事業者間の協働の関係が強まっていくことを期待する」とのまとめのコメントをい

ただきました。 

以上 
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● 前書き  

「ＦＣＰ共通工場監査項目 第１．０版」は、平成 21 年度フード・コミュニケーション・

プロジェクト（ＦＣＰ）におけるアセスメント研究会：工場監査項目の標準化・共有化分科

会における成果物として策定しました。近年の食品業界における事件・事故の増加とそれに

伴う消費者不安の高まりを背景に、自社や取引先の工場監査を実施する機会は増大する傾向

にあります。また、各々の企業が実施している監査項目については、その目的や基本的な考

え方は共通することが多いものの、その手法、項目等が監査を行う者や場面によって多種多

様であり、監査を受ける側、監査を実施する側の双方にとって負担が大きくなっている傾向

があります。こういった状況を受けて、当分科会ではＦＣＰに賛同する事業者のうち、監査

の効率化に関心のある事業者が集まって研究会を実施し、この成果物を協働で策定しました。

監査に関わる事業者同士が、この成果物を活用することによって、相互理解を深めつつ、監

査の効率化に役立てていただければ幸いです。また、この成果物は「協働の着眼点」に準じ

て整理しております。事業者間の共通認識のベース（土台）にたって、持続的かつ発展的な

関係を構築しつつ、消費者の信頼確保に向けての活動に役立てて頂けることを願っておりま

す。 
   なお、多忙な中で貴重な時間を割き研究会の膨大なディスカッションに積極的な参加を頂 

いた事業者の皆様には厚く感謝を申し上げます。 
                                  ＦＣＰ 事務局 
 
 
● 特徴  

1. ＦＣＰ「協働の着眼点（第 1 版）」に準じた記述としております。 
→「各監査項目の目的」については「協働の着眼点」を参考にして下さい。 

2. 各項目の表現はすべて“体言止め”の表現としております。 
→そのままチェックシート（○×つけ等）としてご利用頂けます。 

3. 抽象的と思われる表現については、基本的に以下の解釈で整理しております。 
   →言葉の解釈はあくまでＦＣＰ共通工場監査項目限定である旨をご了承下さい。 

    「業務ルール」：業務を遂行するに当たって、円滑に実施できるように定めたルール。 

（大項目 3「安全かつ適切な食品を提供するための体制整備」内のみに使用しております。） 

        （FCP 共通監査項目 11 番、12 番、14 番※1、18 番） 

    「（個別の）ルール」：個別の業務を遂行するに当たって、円滑に実施できるように定めたマニュアル、作

業手順及び基準等。 

        （FCP 共通監査項目 56 番、60 番、61 番、78 番、79 番、93 番、114 番） 
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    「マニュアル」：作業の目的及び、作業方法等が記載された書類等。 

           （FCP 共通工場監査項目 89 番、111 番） 

       「作業手順」：作業の目的を達成するにあたって、個別の作業を具体的に定めたもの。（作業現場での掲示

や、文書化した作業手順書等） 

           （FCP 共通工場監査項目 9 番、10 番、31 番、52 番、73 番、101 番） 

    「整備」：（書類等が）整っている状態であること。 

                 （FCP 共通工場監査項目 9 番、71 番、72 番、85 番、106 番、111 番、115 番、116 番） 

    「管理」：（書類等が）整っている状態であるのみならず、更新をしていること。コントロールをしている

こと。 

         （FCP 共通工場監査項目 23 番、27 番、80 番、98 番、109 番） 

    「設定」：業務を遂行するにあたって、ルール、マニュアル、作業手順等を定めること。 

        （ＦＣＰ共通工場監査項目 23 番、25 番等） 

※実施状況を“現場確認”することが現実的に難しい場合にも使用（「設定」状況のみの確認） 

        （ＦＣＰ共通工場監査項目 78 番、114 番）     

4. ※印や、注釈にて用語の定義、解釈を記載しております。 
   →各監査項目について、より一層の理解を深めるための参考となります。 

※＝「用語の定義」：ＦＣＰ共通工場監査項目の全項目に共通する用語の定義 

       注＝「用語の説明」：該当項目のみに関しての用語の説明 

 
● 補足：工場監査の目的 

工場監査というと、「合格点が取れたか？」「前年より点数が上がったか？」「多大な

チェック項目をなんとか今年はクリアできた！」などと一喜一憂してしまうもの。です

が、本来の工場監査の目的を見失ってしまっては、せっかくの投入した手間や時間、資

金も、何の効果も得られなくなってしまうかもしれません。 
人にそれぞれ特徴があるように、食品事業者は多様な商品を製造しており、またその

製造方法もさまざまです。似たような商品を製造する場合であっても、自動化の進んだ

製造ラインや、むしろ人の手をかけた製法もあります。離乳食・病院食のようなリスク

に弱い方たちのための商品もあり、それぞれの現場によって必ず違いがあるものです。

ましてや、商品のライフサイクルはますます短くなってきています。マーケットの変化

に応じて、製品やそれを作る工場とその抱えるリスクは、常に変化するものであるとい

う事を肝に銘じておかなければなりません。 
さらに、工場を管理する人（工場長、現場のライン長等）や、製造ラインで働く人（パ

ートやアルバイトも含む現場従事者）も、未来永劫同じ人がその業務に従事しているわ

けではありません。どれだけ立派な施設があっても人次第でリスクは大きく変化します。 
このように多種多様で変化するリスクを、商品を消費者に届けるまでに適切に低減す

るためには、それぞれの事業者が自らの商品とその製造現場の情報に基づいて、自律的
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にマネジメントをする必要があります。事前に想定されるリスクを把握し、そのための

対策をあらかじめ講じることが必要になってきます。 
「賞味期限・消費期限が短い製品（チルド品等）を安定的に製造・供給するためには」 
「温度変化に弱い製品（冷凍食品）を安定的に製造・供給するためには」 
「工場を管理する人の管理方法はどうなっているのだろうか」 
「現場では、パートやアルバイトにいたるまでＰＤＣＡが浸透しているだろうか」 
定められたことが定められた通りできているか、その管理方法で十分にリスクを低減で

きているか、そういったことを現場で確認するのが工場監査の目的であります。 
つきつめれば、工場監査の最終目標はお客様（消費者）の信頼確保かもしれません。

最近は、「お客様基点」「コンプライアンス基点」の姿勢が問われるようになってきてい

ますが、その基本はまず製造現場での取り組みを正直に提示することです。 
このように考えると、工場監査とは単に監査結果の点数ではなく、取引を通じた事業

者間の持続性・信頼性の確保につながるものでなければならないと気づかされるのでは

ないでしょうか。製造業者のみならず、卸売業、小売業も含めたサプライチェーンが「消

費者の信頼確保」に向けて、共通の目線・認識をもって日々の事業活動に臨んでいただ

けることを、心から願っております。 
 

：工場監査項目の標準化・共有化 分科会 ファシリテーター 杉浦嘉彦 
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【協働の着眼点・大項目１】　 『お客様を基点とする企業姿勢の明確化』

（１）

①

経営者または工場長などがお客様を基点とする考えを持っており、その姿
勢についての社内外への明示

【協働の着眼点・大項目２】　 『【コンプライアンスの徹底』

（１）

①

法令遵守の取組みの社内外への明示

（２）

①

遵守義務のある法令及び基準の明確化

②

遵守義務のある法令及び基準の更新

③

遵守事項の管理及び遵守の確認を行う責任者の設置

（３）

③

従業員のコンプライアンスに対する意識向上活動の実施

【協働の着眼点・大項目３】　 『安全かつ適切な食品の提供をするための体制整備』

（１）

①

安全かつ適切な食品の提供に取り組む姿勢を盛り込んだ企業理念や会社方
針等の策定

策定した企業理念や会社方針等の周知の実施

②

仕様書等（製品仕様書、原材料・資材規格書、製造標準書、作業手順書
等）の整備

仕様書等（製品仕様書、原材料・資材規格書、製造標準書、作業手順書
等）の必要に応じた更新

開封原料・仕掛品・製品リパックなどの工程戻しの業務ルールの設定

③

関連法規等の改正に伴う業務ルールの見直しの実施

情報収集のための担当者の設置

（２）

②

教育・研修プラン（※１）の設定と教育の実施

教育・研修の実施記録の保管

（３）

①

日常的に確認すべき項目の明確化

責任者（現場責任者など）による業務実施記録の確認

業務ルールからの逸脱時の対応方法の明確化、及び逸脱が発生した場合に
は記録の保管

②

確認すべき監査項目の明確化

内部監査の実施

（４）

①

安全かつ適切な食品を提供するための方針の社内外への明示（※２）

（５）

②

工程図があり、現場の実態と合っていることの確認

③ 調達物資の調達から食品の製造、販売までの過程の危害要因を洗い出し、分析し、管理方法を定めている

原材料の受け入れから製品の出荷までの重要な問題が発生しそうな点の洗
い出しと、管理方法の設定

11

【方針の周知及び業務ルールの教育体制の整備】

【業務の適切な実施を確認する体制の整備】

【方針及び体制の社外への公開】

食品の安全性及び適切性に関する新しい情報を常に収集している

【危害要因の分析及び管理方法の選定】

オペレーションを工程図にし、現場の実態と合っているか確認し随時更新している

【経営姿勢の社内外への明示】

【基本方針の保持】

【遵守事項の明確化及び遵守の確認体制の整備】

【従業員教育】

4

企業理念または方針の中に、安全かつ適切な食品の提供に取り組む姿勢を盛り込んでいる

安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを定めている

経営者が、お客様を基点とする基本的考え方に基づいて、安全かつ適切な食品を提供する責任を認識しており、その姿勢を社内外に示している

法令遵守に真摯に取り組む方針を示している

【方針及び業務ルールの策定及び更新】

1

2

3

6

責任者を明確にして、遵守事項の管理及び遵守の確認を行っている

13

14

16

17

15

安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを従業員に教育する体制を整備している

業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、日常的に確認を行っている

従業員のコンプライアンスに対する意識を高める活動を行っている

遵守しなければならない法令及び基準を明確にしている

明確化した遵守しなければならない法令及び基準について随時、適切に更新している

7

8

5

9

10

12

18

　※１　研修プラン：　一般的な業務ルール、新人教育、階層別教育、衛生に関する教育、製造に関する教育などのプラン

20

21

安全かつ適切な食品を提供するための方針及び社内体制を、社外に公開している

19

業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、自社内の別担当または第三者機関が監査を行っている

 ※２　明示の方法は、各会社による（ホームページ・パンフレットなど）

22

23
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【協働の着眼点・大項目４】　 『調達における取組』

（３）

① 調達物資に応じた条件下で保管及び管理している

防虫・防鼠対策の実施

調達物資（原材料など）の必要に応じた保管条件（※３）の設定

調達物資（原材料など）の必要に応じた保管条件（※３）の遵守

不良品、返品との区分管理の実施

② 調達物資の適切な保管及び管理を行うために、適切な施設または設備を備え、管理している

温度計の校正の実施

保管施設の清掃の実施

③ 調達した原材料の使用期限を、設定及び管理している

先入れ、先出しなどの仕組みの設定

【協働の着眼点・大項目５】　  『製造における取組』

（１）

① 食品製造用の設備及び器具の食品接触面を清潔に保っている

製造機器・器具・備品の食品接触面の清掃・洗浄の作業手順の設定

製造機器・器具・備品の食品接触面の清掃・洗浄の定期的な実施

② 食品製造で使用する水は飲用適であり、安全な方法で処理及び維持管理している

食品製造で使用する水の供給方法の把握（上水、井水、地下水、貯水タン
ク、直結など）

食品製造で使用する水の定期的な水質検査の実施

③ 食品に応じた加熱、冷却、乾燥及び包装を適切な条件下で行えるよう管理している

加熱、冷却、乾燥及び包装の管理基準（※４）の設定

加熱、冷却、乾燥及び包装の管理記録の保管

加熱、冷却、乾燥及び包装の条件逸脱時の対応記録の保管

④ 異物混入の防止、異物の検出及び異物の除去に取り組んでいる

備品類の混入防止対策の実施

工場入室時の毛髪・埃除去作業（粘着ローラー、エアシャワーなど）の実
施

異物検知時の除去、および再発防止対策の確認

製造工程中におけるカビの付着・結露水・ホコリ等による汚染防止対策の
実施

製造工程中の機器・設備の破損やねじ等の脱落がないことの確認

⑤ 微生物及びアレルギー誘起物質の交差汚染を防ぐ対策をとっている

アレルギー物質の把握

交差汚染が起きにくいような、原材料・製品・包材の動線の確保

⑥ 製造工程中の食品の品質及び衛生検査を行っている

原材料の品質検査（※５）及び必要な場合は衛生検査の実施

最終製品の品質検査（※５）及び必要な場合は衛生検査の実施

品質検査記録、衛生検査記録の保管

施設・設備の衛生検査の実施

（２）

① 適切に設定された、賞味期限または消費期限を食品に表示している

科学的根拠に基づいた賞味期限表示・消費期限表示の実施

② 原材料の情報及び製造した食品の情報のリンクを適切に行っている

原材料及び製品に関しての表示のための情報入手の実施

製品等のロットごとのサンプルの保管

③ 包装への印字を適切に行うよう、製造した食品及び印刷機の管理を行っている

ラベル表示が正しく行われるための作業手順の設定

印刷機を使用している場合、印刷機の点検の実施

④ 印字された表示が適切であることを確認している

ラベル表示が正しく行われているかの確認作業の実施

ラベルのサンプルの保管を実施

26

※５　品質検査とは、「製品により本来保持すべき品質を確認するために、目視・官能・理化学分析・微生物分析など、製品に応じて設定する検査」

【適切な表示の実施】

47

48

※４　管理基準とは「科学的根拠を持った安全を担保できる基準」を言う。

【調達物資の保管及び管理】

【製造工程の管理】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

25

27

32

33

※３　保管条件とは、「温度管理」「湿度管理」「アレルギー物質を含む特定原材料との交差汚染の防御措置」「その他製品特性によって定めた項目」など。

35

24

28

29

30

34

31

40

41

42

38

36

37

39

53

43

44

45

46

49

50

51

52

54

55
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（３）

① 食品に応じた条件下で保管及び管理している

保管のルール（直置き禁止、先入れ・先出し、アレルゲン物質区分など）
の設定

② 出荷前に食品の品質検査及び衛生検査を行っている

品質検査（※５）及び必要な場合は衛生検査のルールの設定

品質検査（※５）時の判定責任者の設定

品質検査記録、衛生検査記録の保管

③ ロット間の誤混入が起こらないよう食品を取り扱っている

保管及び保管状態の点検についてのルールの設定

保管及び保管状態の点検についてのルールの実施

工程・倉庫内における整理整頓の実施（区分管理、先入れ・先出しの実施
などを含む）

製品ロットごとに原材料ロットをトレースできる手順の明確化

原材料のロット記録の保管

製品のロット記録の保管

（４）

① 健康状態が適切でない従業員が、工場内に立ち入らない対策をとっている

健康診断の定期的な実施

検便検査の定期的な実施

入室時の個人衛生状況の確認の実施

個人衛生管理に関する教育の実施

体調不良者への正しい対処の実施

② 従業員の衛生状態が維持されるよう、工場での衛生管理を行っている

入室時の手洗い設備の整備

トイレの手洗い設備の整備

③ 工場での食品汚染を招きかねない行為を明確に禁止している

作業者の衛生的な入室手順の遵守

作業場内での飲食・喫煙の禁止

個人所持品の持ち込みの禁止

指定外の工具・文具の持ち込み制限の実施

食品衛生に関する従業員教育の実施

作業服・靴の運用ルールの設定

④ 工場への訪問者は、従業員と同等の個人衛生規定を守らなければ入場できないよう取り決めている

加工場内入場者への対応ルールの設定

侵入防止のためのセキュリティー管理（施錠など）の実施

（５）

① 施設の立地（土壌、水質及び空気）が重大な汚染にさらされていないことを確認している

工場・施設周辺に悪臭・煙・塵埃の発生源がないことの確認

使用する水の定期的な水質検査の実施

② 施設の内部構造、及び窓やドア等の付属品を、耐久性に優れ、メンテナンスがしやすく、必要な場合には消毒可能なものにしている

施設の清掃・洗浄方法の設定

施設の清掃・洗浄方法の実施

③ 工場内に換気設備を設置している

空調システムを結露とカビの発生を抑えられるよう整備

④ 衛生的な作業に十分な照明設備を設置している

照明器具についての破損対策の実施

作業に十分な照度を有する照明の設置

⑤ 食品製造に使用する設備は、衛生的な取り扱いに適したものを選定し、配置している

衛生的（消毒作業が容易など）かつ異物混入（塗装など）の原因とならな
い機器の設置

機械の洗浄マニュアルの設定

⑥ 施設、設備及び器具のメンテナンスのための用具を設置している

装置に適した洗浄機器の設置

メンテナンスのための洗剤・薬剤・用具の保管設備の設置

61

84

63

【食品の保管及び管理】

【工場での従業員の衛生管理】

【施設及び設備の設置】

62

59

※５　品質検査とは、「製品により本来保持すべき品質を確認するために、目視・官能・理化学分析・微生物分析など、製品に応じて設定する検査」

66

67

68

69

64

65

56

57

60

58

74

75

76

77

70

71

72

73

82

83

85

86

78

79

80

81

90

91

87

88

89
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（６）

① 有害小動物（鼠及び昆虫等）の駆除及び侵入防止を行っている

有害小動物の外部からの進入防止策の実施

有害小動物の駆除についてのルール（効能、残留性、作業手順など）の設
定

有害小動物の駆除作業（専門業者への委託も含む）の定期的な実施

有害小動物の駆除の実施記録の保管

廃棄物保管庫内の清掃の実施

モニタリング結果に基づいたペストコントロールの実施

② 有害小動物の駆除及びクリーニング用等の薬剤について、適切な保管及び使用用途の管理を行っている

薬剤類は施錠可能な場所に保管するなどの、定位置管理の実施

薬剤類の管理責任者の設定

薬剤類の使用記録の保管

③ 食品の汚染が起こらないように排水及び廃棄物の処理を行っている

排水設備ならびに廃棄物保管庫の衛生的な清掃の作業手順の設定

排水設備の定期的な清掃の実施

廃棄物は密閉管理を行い、原材料・半製品・製品とは別区画での保管

排水処理の検査記録の保管

マニフェスト（廃棄物処理業者の記録）の保管

【協働の着眼点・大項目１０】　 『お客様とのコミュニケーションのための体制整備』

（３）

② お客様対応担当とその関係者が連携して対応する体制を整備している

お客様対応窓口と関連部署との連携体制の整備

④ お客様から収集した個人情報の保護措置をとっている

お客様から収集した個人情報の保護措置の実施

（４）

① お客様に情報提供する責任者を明確にしている

お客様に情報提供する責任者の設定

【協働の着眼点・大項目１１】　『お客様からの情報収集、管理及び対応』

（２）

① お客様から収集した情報を集約して管理している

お客様から収集した情報の集約管理

（３）

① お客様からの問い合わせに対して、正確な情報を提供できるように対応している

お客様からの問い合わせに対する正確な情報提供の実施

② お客様からのクレームに適切に対応している

お客様からのクレームへの対応についてのマニュアルの整備

お客様からのクレームへの対応記録の保管

責任者によるクレーム終了確認の実施

【協働の着眼点・大項目１４】　 『緊急時を想定した自社体制の整備』

（１）

① 緊急時における社内の各担当の責任及び役割をあらかじめ定めている

事件・事故などの緊急時の対応ルールの設定

緊急時の社内連絡体制の整備

【協働の着眼点・大項目１５】　 『緊急時の自社と取引先との協力体制の整備』

（２）

② 緊急時対応中における情報交換が適時、的確にできるための連絡体制を整備している

緊急時の取引先との連絡体制の整備

【情報提供体制の整備】

92

【施設及び設備の管理】

97

98

99

100

93

94

95

96

105

106

107

114

【緊急時対応体制の整備】

【収集した情報の管理】

【適時、適切なお客様対応】

108

109

【情報の収集、管理及びお客様対応体制の整備】

101

102

103

104

115

116

110

111

112

113

【協力して取り組むための緊急時対応体制の整備】
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⑤危害要因の管理方法を業務ルールに反映している

①原材料から食品を消費するまでの安全に関わる危害要因を明確にしている

食への
信頼向
上のため
の製造
業者の
着眼点

P1/4 協働の着眼点 〔業種別〕 【製造版】

１．【お客様（※1）
を基点とする企業
姿勢の明確化】
お客様に安全かつ適
切な食品（※2～4）
を提供（※6）するた
め、お客様を基点と
して考える企業姿勢
を明確にしている

２．【コンプライア
ンス（※9）の徹

底】
お客様の信頼を獲得
するため、社内にコ
ンプライアンスを徹
底している

３．【安全かつ適
切な食品の提供を
するための体制
（※16）整備】
安全かつ適切な食品
を提供し、また危害
（※21）の発生を防
止するための体制を
整備している

④危害要因の洗い出し、分析内容及び管理方法の妥当性の検証を行い、見直しを
行っている

（３）【業務の適切な実施を確認す
る体制の整備】

（４）【方針及び体制の社外への公
開（※15）】

（１）【方針及び業務ルール（※13）
の策定及び更新】

（２）【方針の周知（※14）及び業務
ルールの教育（※18）体制の整備】

①安全かつ適切な食品の提供のための方針を従業員に周知徹底している

②安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを従業員に教育する体制を整
備している

①業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、日常的に確認を行って
いる

②業務ルールに基づいて業務が行われているかについて、自社内の別担当または
第三者機関が監査を行っている

③調達物資の調達から食品の製造、販売までの過程の危害要因を洗い出し、分析
し、管理方法を定めている

②オペレーションを工程図にし、現場の実態と合っているか確認し随時更新している
●

③食品の安全性及び適切性に関する新しい情報を常に収集している

④継続的に業務ルールの見直し及び改善を行っている

①企業理念または方針の中に、安全かつ適切な食品の提供に取り組む姿勢を盛り
込んでいる

②安全かつ適切な食品の提供のための業務ルールを定めている

（５）【危害要因（※22）の分析
（※23）及び管理（※24）方法の選
定】

①安全かつ適切な食品を提供するための方針及び社内体制を、社外に公開してい
る

平成21年3月

（１）【基本方針の保持】

（２）【遵守事項の明確化及び遵守
の確認体制の整備】

（３）【従業員教育】

（２）【基本方針（※12）の保持】

（１）【経営姿勢の社内外への明示】

①遵守しなければならない法令（※10）及び基準（※11）を明確にしている

②明確化した遵守しなければならない法令及び基準について随時、適切に更新し
ている

③責任者を明確にして、遵守事項の管理及び遵守の確認を行っている

①法令遵守に真摯に取り組む方針を示している

①従業員のコンプライアンスに対する意識を高める活動を行っている

②社会的要請に真摯に対応する方針を示している

①お客様を基点とする基本的考え方により、安全かつ適切な食品を提供するととも
に、お客様に食品事業者の取組を伝えることを、基本方針として示している

①経営者が、お客様を基点とする基本的考え方に基づいて、安全かつ適切な食品
を提供する責任を認識しており、その姿勢を社内外に示している

◆ ＝ 製造・小売 共通無印 ＝ 製造・卸売・小売 共通 ▲ ＝ 製造・卸売 共通 ● ＝ 製造のみ

協働の着眼点（第１版）

（３）【社内の情報共有及び連携体
制の整備】

①自社内の調達から販売に至るまでの全てのプロセスにおいて、情報共有及び連
携体制を整備している

注：（※数字）の用語については、（参考）用語集に定義を示しています

社
内
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

別紙
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５．【製造における
取組】●
安全かつ適切であり、
表示が適切で、また
品質（※5）が維持さ
れた食品を販売する
ための、製造におけ
る取組を行っている

（３）【食品の保管及び管理】●

①食品に応じた条件下で保管及び管理している▲

②出荷前に食品の品質検査及び衛生検査を行っている●

③ロット間の誤混入が起こらないよう食品を取り扱っている●

（４）【工場での従業員の衛生
（※19）管理】

①健康状態が適切でない従業員が、工場内に立ち入らない対策をとっている◆

③工場での食品汚染を招きかねない行為を明確に禁止している●

④工場への訪問者は、従業員と同等の個人衛生規定を守らなければ入場できない
よう取り決めている●

（５）【施設及び設備の設置】

④施設及び設備の、メンテナンス及びサニテーション（※28）を行い、その効果の検
証を行っている●

①有害小動物（鼠及び昆虫等）の駆除及び侵入防止を行っている◆

③食品の汚染が起こらないように排水及び廃棄物の処理を行っている●（６）【施設及び設備の管理】

①施設の立地（土壌、水質及び空気）が重大な汚染にさらされていないことを確認し
ている●

②施設の内部構造、及び窓やドア等の付属品を、耐久性に優れ、メンテナンスがし
やすく、必要な場合には消毒可能なものにしている●

⑥施設、設備及び器具のメンテナンスのための用具を設置している●

③工場内に換気設備を設置している●

④衛生的な作業に十分な照明設備を設置している●

⑤食品製造に使用する設備は、衛生的な取り扱いに適したものを選定し、配置して
いる●

（１）【製造工程の管理】◆ ④異物混入の防止、異物の検出及び異物の除去に取り組んでいる◆

①食品製造用の設備及び器具の食品接触面を清潔に保っている◆

②食品製造で使用する水は飲用適（※29）であり、安全な方法で処理及び維持管

理している●

⑥製造工程中の食品の品質及び衛生検査を行っている●

①調達物資に関する要求事項または受入基準を定めている

②調達物資の受入時に検査を行っている

①調達物資に応じた条件下で保管及び管理している◆

（２）【調達物資の安全性及び適切
性の確認】

４．【調達における
取組】
安全かつ適切な食品、
原材料や包装資材
（以下、「調達物資
（※25）」という）
を使用して食品を製
造（※26）するため
の、調達における取
組を行っている

（３）【調達物資の保管（※32）及び
管理（※33）】◆

（２）【適切な表示の実施】◆

①適切に設定された、賞味期限または消費期限を食品に表示している◆

②原材料の情報及び製造した食品の情報のリンクを適切に行っている◆

②有害小動物の駆除及びクリーニング用等の薬剤について、適切な保管及び使用
用途の管理を行っている◆

６．【販売（※7）に
おける取組】
販売先が、安全かつ
適切な食品の品質を
維持して販売するた
めの、販売における
取組を行っている

（１）【販売先の評価及び選定】▲

（２）【輸送及び保管時の食品の管
理条件の設定】▲

①食品の販売先の適切な評価を行い、取引先を選定している▲

①食品に応じた輸送及び保管時の管理条件を、取引先と取り決めている▲

③包装への印字を適切に行うよう、製造した食品及び印刷機の管理を行っている◆

社
内
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
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②従業員の衛生状態が維持されるよう、工場での衛生管理を行っている

②調達物資の適切な保管及び管理を行うために、適切な施設または設備を備え、
管理している◆

⑤微生物及びアレルギー誘起物質（※30）の交差汚染（※31）を防ぐ対策をとってい
る◆

③食品に応じた加熱、冷却、乾燥及び包装を適切な条件下で行えるよう管理してい
る◆

③調達した原材料の使用期限を、設定及び管理している◆

④印字された表示が適切であることを確認している◆

①調達する食品及び調達物資の調達先を、評価及び選定している（１）【調達先の評価及び選定】P2/4
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①お客様から収集した情報を集約して管理している

８．【取引先との公
正な取引（※35）】
取引先と、持続性が
あり、かつ緊張感の
ある関係を構築する
ため、公正な取引を
行っている

取
引
先
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（１）【公正な取引の実施】

（１）【商品（※8）等についての情報
共有】

①取引先と適正な契約を結んでいる

③取引先とより効果的な情報共有を行うための場を設けている

お
客
様
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

（１）【情報収集】

①お客様から情報を受け取る手段を整備し、お客様に選択肢として提供している ●

③お客様以外から幅広く情報及び要望を収集している●

②お客様に働きかけることにより、お客様からの意見を積極的に収集している

（３）【適時、適切なお客様対応】 ②お客様からのクレームに適切に対応している

①お客様からの問い合わせに対して、正確な情報を提供できるように対応している

（２）【収集した情報の管理】

③お客様からの意見を商品及びサービスの改善につなげている

P3/4

１０．【お客様との
コミュニケーション
のための体制整
備】
お客様とのコミュニ
ケーションを重視し、
適切に対応するため
の体制を整備してい
る

１１．【お客様から
の情報の収集
（※38）、管理及び

対応】
クレームを含むお客
様からの情報を収集
及び管理し、適時、適
切な対応を行ってい
る

③お客様から収集した情報を関係者において共有し、必要な情報を関連先まで伝
達している

②取引に際し、契約の内容を文書で双方が取り交わしている

③取引に関する解決すべき問題点や改善点を相互で議論し、意思疎通を図り、問
題解決をしている

（３）【情報の収集、管理及びお客
様対応体制の整備】

（１）【方針及び業務ルールの策定】
◆

②お客様対応担当とその関係者が連携して対応する体制を整備している

③お客様の意見を経営に活かす体制を整備している

②お客様に提供する情報の正確性及びわかりやすさを確認する体制を整備してい
る

（２）【方針の社内周知及び業務
ルールの教育体制の整備】◆

（４）【情報提供体制の整備】

①お客様からの問い合わせ及び情報提供を受けるための体制として、窓口を設置
している

①お客様に情報提供する責任者を明確にしている

②お客様とのコミュニケーションに関して、新しい情報を収集し、工夫している◆

①お客様とのコミュニケーションに関して、従業員に教育する体制を整備している◆

③お客様とのコミュニケーションに関して責任者を明確にしている◆

①企業理念または方針の中に、お客様とのコミュニケーションを重視する姿勢を盛
り込んでいる◆

②お客様とのコミュニケーションを重視する業務ルールを定めている◆

７．【持続性のある
関係（※34）のた
めの体制整備】
安全かつ適切な食品
を安定的に提供して
いくため、公正な取引
及び円滑な情報共有
に基づいた、取引先
（※36）との持続性の
ある関係のための体
制を整備している

（１）【業務ルールの策定】

（５）【情報共有の仕組み（※17）の
整備】

（４）【業務ルールの社外への公
開】

（２）【業務ルールの周知及び教育
体制の整備】

①取引先との公正な取引に関する業務ルールを社外へ公開している

①公正な取引のための業務ルールを社内に周知徹底している

②公正な取引のための業務ルールを必要な従業員に教育する体制を整備している

（３）【公正な取引の確認体制の整
備】

①公正な取引の実施を確認する責任者を明確にしている

②公正な取引のための業務ルールの改善を行っている

①取引先との取引条件の設定や契約等に関して公正な取引をするための業務ルー
ルを定めている

（２）【取引先との協働の取組】
①取引先と協働して、商品開発及びサービス提供を行っている

②取引先と協働した業務の改善及び効率化に取り組んでいる

④お客様から収集した個人情報の保護措置をとっている

９．【取引先との情
報共有、協働の取
組】
取引先と、持続性が
あり、かつ緊張感の
ある関係を構築する
ため、取引先との情
報共有及び協働した
取組を行っている

①取引先との意見交換ができるよう担当窓口を設置している

②取引先の意見について社内に伝達するルート及び共有方法を定めている

②食品のトレースに必要な情報を取引先とお互いに整理し、必要な場合に共有でき
るようにしている

③食品の一貫したロット管理を取引先と行っている

①お客様に提供する食品に関する情報を取引先と共有している

④取引先への情報伝達のスピードと正確性を向上させるための取組を進めている

②お客様から収集した情報を分類及び分析している

「協働の着眼点」の著作権は、農林水産省に帰属します。



１６．【緊急時のお
客様とのコミュニ
ケーション体制の
整備】
緊急時（事件及び事
故発生時）に、お客様
とのコミュニケーショ
ンを適時、適切に行う
体制を整備している

（２）【食に関する幅広い情報等の
提供】

緊
急
時
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

１５．【緊急時の自
社と取引先との協
力体制の整備】
緊急時（事件及び事
故発生時）に、取引先
と協力してスムーズ
に対応するための体
制を整備し、また体制
の見直しを行っている

（２）【正確でわかりやすい情報提
供】◆

お
客
様
に
関
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

①商品パッケージ及び販促資材により情報を提供している●

②商品パッケージ及び販促資材以外に適切な仕組みを用いて効果的に情報を提
供している●

（１）【重要性の認識及び事業活動
への取り入れ】 ②食育を取り入れた商品開発及びサービス提供をしている

②お客様とともに、食について考える場を設けている◆

③他業種などとの協働による食育推進活動をしている◆

（１）【情報提供体制の整備】

①緊急時の情報の公開についての基準を定めている

P4/4

１４．【緊急時
（※41）を想定した

自社体制の整備】
緊急時（事件及び事
故発生時）に、迅速、
円滑かつ適切に対応
するための自社内の
体制を整備し、また体
制の見直しを行って
いる

１２．【お客様への
情報提供（※39）】
お客様に提供する食
品に関する情報を、
適切な情報量かつお
客様が理解しやすく
正確な内容で、お客
様が入手しやすい手
段を用いて提供して
いる

１３．【食育（※40）
の推進】
お客様の食に密接に
かかわる企業として、
食育活動を推進して
いる

（２）【お客様対応及び情報活用体
制の整備】

（１）【効果的な手段による情報提
供】◆

①従業員が食育に関する知識を深める場を設けている

（２）【判断基準、緊急時対応ルー
ル及び手順の設定】

（１）【緊急時対応体制の整備】

①緊急時における社内の各担当の責任及び役割をあらかじめ定めている

③緊急時において関連する情報を、関係者に迅速に伝達する体制を整備している

④原因究明が迅速にできるよう、あらかじめ記録を管理している

（３）【事件及び事故の事態収束後
の緊急時対応体制及び取組の見
直し】

（１）【協力に向けた認識の共有】

①事件及び事故に迅速に対応するため、取引先と協働の取組ができる体制を整備
している（２）【協力して取り組むための緊急

時対応体制の整備】 ②緊急時対応中における情報交換が適時、的確にできるための連絡体制を整備し
ている

（３）【事件及び事故の事態収束後
の協力体制及び取組の見直し】

①緊急時にお客様からの問い合わせ窓口を設置することとしている

②緊急時の情報提供の具体的方法について定めている

②緊急時にお客様からの情報も具体的対応や原因究明に活用することとしている

①法令に基づく商品情報の提供をしている◆

②お客様のニーズに対応した商品情報を、わかりやすく提供している◆

③食品の長所だけでなく、短所についても、必要に応じてお客様に情報を提供して
いる◆

④安全かつ適切な食品を提供するための取組に関する情報を提供している◆

①緊急時対応の経験に基づいて、取引先との協力体制及び取組の見直しを行うこ
ととしている

①緊急時に対応をスムーズに行えるよう、取引先との協力について認識を共有して
いる

①緊急時対応の経験に基づいて、自社における体制及び取組の見直しを行うことと
している

①緊急時に迅速に対応するため、事件性のある食品汚染も想定して、判断基準、
対応ルール及び手順をあらかじめ定めている

①食に関するテーマについて、幅広い情報を提供している◆

②緊急時において関連する情報を、迅速に収集する体制を整備している

「協働の着眼点」の著作権は、農林水産省に帰属します。
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「フード・コミュニケーション（FC） 

企業行動マネジメント規格（FCM）」について  (まとめ) 

 

１． FCMについて 

 

このたび公表いたします「フード・コミュニケーション（FC）企業行動マネ

ジメント規格」（以下、「FCM」と略す）は、横浜商科大学地域産業研究所が提

案する企業倫理に基づく行動マネジメントに関する基準です。広く一般に公開

し、有効に利用・活用されることを前提としています。 

平成 20（2008）年度に農林水産省は、フード・コミュニケーション・プ

ロジェクト（以下、「FCP」）」を立ち上げました。FCP は、食品事業者自らが

顧客ニーズを見極め信頼性の向上に努めることによりお客様から評価される環

境を整えることを目的にしています。実際に食品がお客様の手元に届くまでに

は、材料の調達、加工、製造、流通といった長いフードチェーンのプロセスを

経ており、その過程を食品事業者や食品関係事業者が確実に把握することが難

しいのが現状です。お客様にとってみれば、その過程はなおさらわかりにくい

ものとなっています。そのため、お客様は、食品の安全性を、製造者名、販売

者名および製品ラベルなどの表示のみから判断することになります。つまり、

お客様にとっては、「表示」された情報のみを頼りに商品の安全性を判断するこ

とになっているのです。従って、製造およびフードチェーンのプロセスを外部

からみえやすくしてお客様の判断要素のなかに加えることが、お客様の不安や

不信感を取り除き食品の安全への信頼を高めることに繋がることとなるでしょ

う。 
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FCP では、お客様の信頼を得るために、フードチェーンに関わる食品事業者

が自らの業務過程の透明性を高め、安全かつ適切な食品を提供するための行動

の重要点を議論し、これを「協働の着眼点」にまとめました。 

FCM は、食に関わる事業者が「協働の着眼点」を活用し、食の安全に関して

高い意識を持つようになることで、お客様の信頼向上をはかることを第一の目

的とします。また、FCM に基づいて、食品事業者が行動することで、フード

チェーンを構成する関係者相互の信頼感が共有されるようになり、それによる

取引コストの削減にも繋がることになるでしょう。 

 

２． FCMの方向性 

 

現代社会の中で、企業はその規模にかかわらず、責任ある存在として社会の

なかでどのような役割を果たし、持続可能な社会の構築にいかに貢献するかを

問う CSR (Corporate Social Responsibility=企業の社会的責任）経営の取組

みが、社会からますます強く求められるようになってきました。フードチェー

ンを構成するすべての企業においても、多くの取引先企業が進めるこうした行

動に連動し、協働する経営を行う必要がでてきています。 

しかしながら、新たにこうした取組みを始めようとする企業にとっては、そ

の取組みの必要性を感じつつも、具体的にどこから手をつけたらよいか、どの

ようなマネジメント体制を構築すれば良いか十分理解できないのではないかと

思われます。FCM は、FCP の取組みに参加する各食品事業者がコンプライア

ンスに取組むことの重要性を認識して、コンプライアンス体制を構築するとき

に、具体的にどのように体制を作り、どのように対応するかについてわかりや

すく示すことで、支援していきたいと考えています。 
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まず、FCM においては、食品事業者に求められている「倫理行動」につい

て、次のように定義します。 

 

① フードチェーンを構成する食品事業者が、お客様および取引先からの信

頼を獲得するために、社内にコンプライアンス体制を構築し、公正かつ

適正な経営を行うこと 

② 企業人・社会人として求められる価値観や倫理観に基づき、誠実な活動

を行うこと 

③ その行動を継続的に実践することにより、食品事業者が社会から信頼さ

れ、共感が得られ、結果的にその企業が持続的に発展できるような活動

を行うこと。 

 

この定義は、食品企業がコンプライアンスで求められる基本的な考え方を示

していることになります。 

また、FCM は、企業倫理・コンプライアンスにおいて効果が上がるように

経営者が主体的に構築し、運用を推進すべき仕組み(マネジメント・システム)

の全体像を示し、その方向づけを明確にしています。 

さらに、FCM は、FCP に則った業務プロセスを継続的に実行できるような

マネジメント・システムを基盤とした業務プロセスの継続的運用によって、信

頼される企業となることができます。 

この取組みは、フードチェーンを構成する全ての企業が同じ視点を持つこと

で初めて効果を上げることができます。国内の製造業者から販売事業者まで、

さらには海外のサプライヤーまでこの思いを共有した時に、食に対するお客様

の信頼性は一層確実になると言えるでしょう。逆にいえば、こうした取組みを
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通じて、経営者および社員の意識と行動が変わらなければ、食の安全に繋がら

ないことを良く認識すべきと考えています。 

 

以上の FCM の目指すべき方向性をまとめて、その目的を整理すると、以下

のとおりとなります。 

 

① 倫理行動マネジメント体制の構築を通して、経営者の「企業におけるコ

ンプライアンス体制の重要性とコンプライアンスに則った経営を実現す

る仕組み」についての理解を得ることを目指します。 

② 倫理行動マネジメント体制が構築された企業が正当に評価され、フード

チェーンを構成する一員として明確な形で報われる仕組みを目指します。 

③ 倫理行動マネジメント体制が構築されることにより、まず、お客様の食

の安全に対する信頼の基盤が確保され、また、フードチェーンの構成企

業間の信頼の醸成によって食に関わる社会的コストの低減を目指します。 

④ 各社が、その企業に合った自主行動指針を作成し、自ら運営することを

目指します。 

⑤ フードチェーンを構成する海外事業者においても、FCM の導入を目指し

ます。 
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３． 「協働の着眼点」とFCMの関係 

 

FCP においては、食品事業者の行動の「透明性向上」が重要なテーマとなり、

意欲的な食品事業者等の主体的な参画を得て、取組みを推進しています。特に、

食品事業者が、着目すべき食品事業者の行動ポイントをまとめたものが「協働

の着眼点」です。 

FCM は、「協働の着眼点」をもとに食品事業者を念頭において作成されてい

ます。「協働の着眼点」の大きな特徴は、実際に業務に精通している生産、加工、

卸、流通の業種を超えたフードチェーンを構成する食品事業者が集まり、消費

者グループインタビューやお客様相談窓口ヒアリングなども考慮し、食に対す

るお客様の信頼向上にあたり、①自社にとって重要な行動は何か、②取引にあ

たり相互に確認すべき項目は何か、③お客様に理解していただくべき行動のポ

イントは何か、という観点から議論を重ね、積み上げ検討を行い、その成果を

取りまとめている点にあります。 

 

４． FCMの構成内容 

 

（1）ステークホルダー(利害関係者)とコンプライアンス内容 

企業の事業活動においては、多くのステークホルダーと多様な接点において、

さまざまなルールを作成して、それに従わなくてはいけません。ここでいうス

テークホルダーの定義は「企業の経営活動の存続・発展に利害関係を有するも

の」とされ、FCM では、お客様、取引先、従業員、その他【投資家(株主)、金

融機関、競合会社、行政、地域社会、報道機関等】を指します。企業は社会の
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公器であり、社会的責任を遂行する主体であるという観点に立脚し、行政や地

域社会に配慮し、これらの関係者に対する責任を明確にすることが大切です。

企業はこれらのステークホルダーと共存共栄を図るという新たな価値観をもっ

て経営活動を行う必要があります。 

 

（2）コンプライアンス体制の維持 

多岐にわたる企業活動についてその全体を長期間、継続的に管理し、企業全

体の社会的評価を持続的に高めてゆくためには、企業組織の内部にしっかりし

た理念と体系、実行の為の公式的な制度を構築する必要があります。 

 

（3）コンプライアンス・マネジメントシステムの確立 

「協働の着眼点」に沿って、社内にコンプライアンス・プログラムを導入し

ていくにあたって、経営トップによる十分な理解は必須です。その重要性の表

明、責任の確立にあたって、企業経営上の重要な意思決定と位置づけ、社内の

正式な手続き（取締役会の認可など）を経て、社内外にその姿勢を示していく

ことは効果的です。経営トップが積極的にコンプライアンスを重視する姿勢を

示し、情報発信を行うこと、また具体的なコンプライアンス活動へ参画するこ

とは、社員に対し、単なる建前だけで終わらせないということをわからせるた

めにも必要でしょう。 

コンプライアンス・マネジメントシステムを具体的に確立するために、経営

トップが意識する必要のある項目には、①コンプライアンスの重要性・必要性

の理解、②経営トップの役割と責務の意味づけ、③遵守による結果の意識づけ、

④社員に対する対応策の提示、⑤コーポレート・ガバナンスの観点、⑥違反し

た場合の結果の提示などがあげられます。 
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( 4 ) 公式的なコンプライアンス組織の設置 

コンプライアンス・マネジメントは、組織全体で実践されるものですが、概

念的な理解を実現させ、具体的な体制を構築するためには、責任を持って取り

組む専門部署の構築を設置するとともに、その専門部署が有する職務執行権限、

監督権限を明確化する必要があります。中小企業においては、専門部署といっ

ても、兼務体制となる場合も考えられます。こうした場合でも、責任・権限は

明確化していなくてはいけないことはいうまでもありません。 

 

(５) 個別のコンプライアンス行動基準と規定の策定 

個別の業務において、コンプライアンス意識に則って具体的な行動基準と手

続きを制定するにあたっては、個々の企業において、「何を遵守するか」という

行動指針を明確に定めておく必要があります。食品企業においては、その時、

FCP の「協働の着眼点」が、大変役に立ちます。 

行動指針があったとしても、日常の業務活動においてそれが実践されるために

は、各個別の業務における具体的な行動基準と手続き（コンプライアンス計画）

が必要になります。特に不正を発見し、未然に防止するための通報体制やモニ

タリングシステムによる裏づけが不可欠になります。 
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5.  FCMの策定の進め方 

 

( 1 )  計画：企業行動マネジメント規格策定計画 

 

（ア）行動指針の策定 

FCM においては、経営理念、社是、社訓、など自社の考え方を基準として

尊重しつつ、行動指針はフードチェーンを構成する企業において、共通する点、

共通言語を含んだ「協働の着眼点」を盛り込んだ内容で作り上げていくことを

考えています。「経営理念」「社是」「社訓」などを、企業の創立の背景や発展の

歴史などを反映させ、会社共通の根幹となる価値観として有している企業は多

くあります。その内容は企業によりさまざまですが、経営理念や社訓は、企業

としての価値観および倫理観を反映し、企業経営の発想と行動の原点となって

います。 

 

（イ）コンプライアンス体系の構築 

 ① コンプライアンス体系の構築は次のようになります 

 倫理方針の具体化 → 食品事業者として抱えるリスクの確認 → 

行動指針の作成 → FCP「協働の着眼点」との整合性チェック → 

作成された行動指針の有効性チェック 

 

（ウ）行動基準の策定 

コンプライアンスの管理項目として、お客様を基点とする企業姿勢を明確化

し、お客様の信頼を獲得するために、社内にコンプライアンスの徹底をする旨

を盛り込んだ基本方針をはっきりと確認するために、行動基準を策定します。 
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(エ) 経営トップの意思表明 

コンプライアンス・マニュアルの冒頭には、経営理念・経営方針、企業の社

会的な使命などと関連させて、経営トップ自らがコンプライアンスの重要性と

自らの責任・関与を表明し、従業員全員とともに等しくコンプライアンスを実

行していく意思を示します。経営トップの決意表明ですので、トップが自分の

言葉で語りかけていくことが求められます。 

 

(オ) 行動指針の目的・判断の問い合わせ窓口・罰則規定 

当該マニュアルの目的とともに、活用にあたっての判断の問い合わせ窓口や

罰則規定も具体的に示します。 

 

( 2 )  実施と運用：コンプライアンス計画の実施 

 

（ア）部署別実施計画書にもとづく実施 

コンプライアンス・マニュアルにおける行動指針を各部署においてより具体

的な業務フローに即した基準に展開して、「部署別実施計画書」に落とし込みま

す。部署別に定めることで、各社員が具体的にどのような行動をとるべきかが

明確になり、取組みをスムーズにすることが出来ます。 

 

（イ）コミュニケーションと教育制度 

コンプライアンスの実施にあたっては、各部署・部署間の担当者相互のコミ

ュニケーション、経営層から一般従業員へのトップダウンとその反対のボトム

アップのコミュニケーションを行います。 
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( 3 ) 監査：コンプライアンス監査と改善 

 

（ア） モニタリング制度 

日常業務のなかで、常にチェックがかかるような情報システムと組織的権限

が結びつけられた管理制度ができれば理想的です。 

 

（イ） 監査 

自己チェックや相互チェックとは異なり、企業内の監査専任部署が外部の監

査組織に定期的にコンプライアンス監査を受けることも考慮する必要がありま

す。 

 

( 4 ) 改善・活動 

監査の内容を受けて、必要に応じてコンプライアンス・マネジメントシステ

ムの改善を行います。この継続的改善により組織のコンプライアンス能力を高

めていきます。 

 

6．食品事業者におけるコンプライアンス体制構築の事例  

コンプライアンス体制構築の事例を本文中で案内します。 
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要約編（英語版） 



“Management Standards for Corporate Behavior in Food 

Communication (FCM)” - Summary 
 
１． About FCM 

 

The “Management Standards for Corporate Behavior in Food 

Communication (FC)” disclosed here, and hereinafter abbreviated as 

FCM, is a corporate ethics-based standard concerning behavioral 

management, proposed by the Yokohama College of Commerce 

Industrial Research Institute.  It is widely disclosed to the public in the 

assumption that it will be used and applied effectively.    

In 2008, the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan 

established the Food Communications Project (hereinafter FCP).  The 

purpose of the FCP is to create an environment that is valued by the 

consumers, where the food corporations themselves assess the needs of 

their customers and strive to improve reliability.   In reality, the food 

chain process – the procurement of materials, processing, 

manufacturing, and distribution, until the product reaches the 

consumer’s hands, is very long making it very difficult for the food and 

food-related corporations to fully understand it.  For the consumer, this 

process is especially difficult to grasp.  For this reason, the consumer 

judges the safety of food only from the name of the manufacturer or 

vendor or from the indication in the product’s label.  Basically, the 

consumer is judging the safety of the product relying solely on the 
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information indicated on the label.  Consequently, adding to the 

consumer’s decision-making factors; making the manufacturing and 

food chain process more visible from the outside and removing the 

consumer’s anxiety and distrust will lead to an increase in credibility 

towards the safety of food.  

In the FCP, the food corporations involved in the food chain discussed 

the key points in behavior needed to: increase the transparency of their 

work processes and to provide safe and adequate food; in order to win 

the consumer’s trust.  This was summarized in “Key Perceptions in 

Collaborative Work”.   

The primary goal of the FCM is to increase the credibility of the 

consumers as food-related corporations utilize “Key Perceptions in 

Collaborative Work”, and thus become highly aware about the safety of 

food.  Also, by basing their actions on the FCM, the food corporations 

are able to mutually share confidence with the concerned parties that 

make up the food chain, leading to the reduction in transaction costs.  

 
２． The Direction of the FCM 

 

In the current society, regardless of the corporation’s size, society is 

increasingly demanding CSR (Corporate Social Responsibility) 

management initiatives, which ask what kind of role the corporation is 

fulfilling in society as a responsible entity, and in what way are they 

making a contribution to building a sustainable society.  There is an 

emerging need for all of the corporations that comprise the food chain 
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to not only engage in such behavior promoted by many of the partner 

companies but also to conduct cooperative management.    

However, corporations that are trying to initiate such efforts, while 

feeling the need for them, can not fully understand specifically where 

they should start or what kind of management system they should build.  

Each of the food corporations that participate in the FCP efforts realize 

the importance of addressing compliance; and when building a 

compliance system, the FCM supports them by clearly showing them 

how to respond and concretely how to create this system.     

 

First, in the FCM we defined the “ethical behavior” being demanded 

from the food companies, as follows:   

 

① In order to win the consumers’ and the business partner’s trust, the 

food corporations that comprise the food chain build an in-house 

compliance system and conduct fair and proper management. 

② Conduct honest work based on the values and ethics as an 

employer and as a member of society  

③ By practicing those actions continuously, the food corporations are 

trusted by society and can obtain empathy; and as a result, the 

corporations conduct sustainable development activities.      

 

This definition shows the basic ideas demanded from food 

corporations in terms of compliance.    
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Furthermore, the FCM shows an overall picture and clarifies the 

direction of a management system that promotes operations and is 

proactively constructed by management, in order for it become 

effective in corporate ethics and compliance.  

In addition, the FCM shows a management system that allows the 

continuous execution of the work process in accordance with the FCP.  

Through the continuous operation of the work process based on such 

management system; it can become a corporation that is trusted by the 

consumers and business partners.  

 

This approach can for the first time achieve a positive effect when all 

the corporations that make up the food chain have the same 

perspective.  We can say that the consumer’s credibility in food will be 

further ensured when this idea is shared from the domestic 

manufacturers to the vendors, and even the overseas suppliers.  On the 

other hand, through this approach, whatever doesn’t lead to the safety 

of food can be better recognized, as the awareness and behavior of 

both management and employees changes.    

 

With the summary of the directions that the FCM should aim for above, 

its objectives are organized as follows:  

 

① Through the construction of an ethical behavior management 

system, it aims to achieve management’s understanding about 
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“the importance of a compliance system in corporations and a 

mechanism that achieves management in accordance to 

compliance”.  

② It aims to be a mechanism where, as members of the food chain, 

corporations that have built an ethical behavior management 

system are evaluated fairly and rewarded in well-defined ways.   

③ First by building an ethical behavior management system, the basis 

for consumer’s trust in the safety of food is ensured; and by building 

trust between the corporations that make up the food chain, it 

aims to reduce societal costs related to food.   

④ It aims for each company to create and operate their own 

voluntary action guidelines appropriate to each company.   

⑤ It aims for the adoption of the FCM in the foreign companies that 

make up the food chain.   

 

３． The Relation between “Key Perceptions in Collaborative 
Work” and the FCM 

 

The “improvement of transparency” in the behavior of food 

corporations is an important theme in the FCP; and it is getting the 

proactive participation of highly motivated food corporations and 

promoting their efforts.  In particular, food corporations summarized the 

action points that corporations in the food industry should focus on, and 

compiled it as “Key Perceptions in Collaborative Work”.   

FCM has been created based on “Key Perceptions in Collaborative 
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Work” and with the food corporation in mind.  The major feature of 

“Key Perceptions in Collaborative Work” is that it assembled the food 

corporations that make up a food chain, which is actually familiar with 

and which goes beyond the manufacturing, processing, wholesale and 

distribution industries; it considered consumer group interviews and 

customer representative hearings; and, in order to increase the 

consumer’s trust in food, it repeatedly discussed from the perspectives of 

① what is the necessary behavior for one’s corporation, ② what are 

the items that should be mutually checked in a business transaction, ③ 

what are the points in behavior that should be understood by the 

consumers; and conducted a buildup examination, from which the 

outcome was compiled.   

 
４． FCM Organizational Contents  

 

（1）Stakeholders and Compliance  

In a corporation’s business activities, there are many rules made that 

must be obeyed regarding the many stakeholders and various contacts.  

The stakeholders being mentioned here are defined as “those having an 

interest in the continuation and development of the corporation’s 

management activities”; in the FCM, it refers to the customers, business 

partners, employees, and others such as investors (shareholders), 

financial institutions, competitors, government, local society, mass 

media, etc.  A corporation is a public institution of society; so with the 

government and local societies in mind and from the stance point of 
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being the principal in carrying out social responsibility, it is important to 

clarify the responsibility against these parties.  It is necessary for 

corporations to conduct management behavior with a new set of 

values which try to coexist with these stakeholders.   

 
（2）Maintaining a Compliance System  

The wide range of corporate activities must be continuously managed 

entirely for the long term; and in order to improve society’s valuation of 

the entire corporation in a sustainable manner, it is necessary to build a 

formal institution for the execution of a solid philosophy and system inside 

the corporate structure.  

 

（3）Establishment of Compliance and Management Systems 

In line with “Key Perceptions in Collaborative Work”, when introducing 

a compliance program in the organization, full understanding by top 

management is required.  When expressing such importance and 

establishing responsibility, it is effective to show - both internally and 

externally, the corporation’s stance after management’s important 

decisions and position changes, or a corporation’s official procedures 

(board meeting’s approvals, etc).  Demonstrating that top 

management actively focuses on compliance, disseminating 

information, and participating in specific compliance activities, is 

necessary to let employees know that it is not just ending in principle.   

In order to establish a concrete compliance management system, top 

management needs to be aware the following items: ① Understanding 
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the need and the importance of compliance, ② Top management’s 

role and the meaning of responsibility, ③  Awareness of the result 

achieved through compliance, ④  Presentation of countermeasures 

against the employees, ⑤  Viewpoint on corporate governance, ⑥ 

Presentation of results in case of a violation, etc, are important.   

 

（4）Establishment of a Formal Compliance Organization  

Compliance Management is put in practice throughout the entire 

organization; however, in order to build a concrete framework and 

achieve conceptual understanding, it is necessary to set up the creation 

of a special department that works responsibly, and also to clarify its 

duties as an operating and supervisory authority.  In small-medium 

corporations, instead of a special department, a system of a double 

post is also possible.  In this case also, it goes without saying that 

responsibility and authority must be clarified.   

 

（5）Individual Standards of Conduct in Compliance and Formulation of 
Provisions  

In separate operations, when enacting concrete standards of 

conduct and procedures, in conformity to the awareness in compliance, 

it is necessary to clearly define the action guidelines - “what is being 

complied with”, in the individual companies.  For food corporations, the 

FCP’s “Key Perceptions in Collaborative Work” will be very helpful at that 

time.   

Even if there were action guidelines in place, in order to put them into 
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practice in the day-to-day operations, concrete standards of conduct 

and procedures (Compliance Plan), in each separate operation, are 

required.  In particular, support from a notification system and/or 

monitoring system for discovering and preventing irregularities before 

they occur, becomes essential.    

 

５． Formulation Procedures for the FCM 
 

（1）PLAN:  Corporate Behavior Management Standards Formulation 
Plan  

 
（a）Formulation of the Action Guidelines 

In the FCM, while respecting the corporation’s ideas such as the 

management philosophy, mission statement, the corporate motto, etc, 

as the standard; the action guidelines in corporations that make-up the 

food chain are concocted from content that incorporates the common 

points and common language included in “Key Perceptions in 

Collaborative Work”.  The “Management philosophy”, “mission 

statement”, “corporate motto”, etc., reflect the background of the 

founding and the history of the development of a corporation; and 

there are many corporations that share those same underlying values.  

The content varies from corporation to corporation but the 

management philosophy and corporate motto reflect the values and 

ethics as a corporation; and thus become the origin of corporate 

management’s ideas and actions.   
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（b）Construction of a Compliance Structure 

 ① The construction of a compliance structure is as follows: 

  Embodiment of an ethics policy → Checking of risks facing the 

food corporations → Developing of action guidelines → Checking 

for consistency with FCP’s “Key Perceptions in Collaborative Work” 

→ Checking the effectiveness of the code of conduct made.  

 

（c）Formulation of Standards of Conduct 

   As a control point in compliance, the corporate stance, in which 

the consumer is the base point, is clarified; and in order to win the 

consumer’s trust, standards of conduct are formulated to explicitly 

confirm the basic policies when ensuring compliance in the 

corporation. 

 

（ｄ）Expressing Top Management’s Intention 

 At the beginning of the compliance manual, top management 

must express the importance of compliance, their commitment 

and responsibility, and show their willingness to comply equally 

with all employees, in relation with management 

philosophies/policies, the corporate social mission, etc.  Since it is 

expressing the commitment of top management, it is necessary 

that they speak in their own words.  
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（e）The Purpose of the Action Guidelines / Inquiry Contact for Verdicts/ 

Punitive Clauses    

   Along with the purpose of this manual, the punitive clauses and 

inquiry contact for verdicts must also be shown concretely.   

 

（2）IMPLEMENTATION AND OPERATIONS:  Implementation of 
Compliance Plans 

 

（a）Implementation Based on Departmental Implementation Plans 

In the compliance manual, the action guidelines in each 

department are developed as a standard to adapt an even more 

concrete work flow and are drawn up into “Departmental 

Implementation Plan”.  By stipulating them by department, it 

becomes clear what kind of behavior each employee should 

specifically take, easing operations. 

 

（b）Systems for Communication and Education 

In implementing compliance, communication is done mutually; 

within a department and between each department’s employees, 

top-down from management to general employees and opposite 

bottom-up from general employees to management.  When 

communicating about compliance, education also plays a very 

important role.  
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（3）AUDITING:  Auditing Compliance  

 

(a) Monitoring System  

In daily operations, it is ideal if a control system that is linked to 

organizational authority and an information system which is 

constantly being checked are achieved.   

 

(b) Audit 

It is necessary to consider that, unlike self-checking and 

cross-checking, the corporation’s in-house full-time auditing 

department regularly undergoes compliance audits from an 

external audit organization  

 

（4）Improvement / Application 

After receiving the contents of the audit, improvements in the 

compliance management system are conducted as the need 

arises.  Through this continuous improvement, the compliance 

performance of the organization is enhanced.   

 

６． Case Study on Constructing a Compliance Management 
System in Food Corporations  

 
Case studies about the construction of a compliance system are 

introduced in the body text.   


